
研
究
ノ
ー
ト

日
本
で
の
機
械
時
計
製
作
開
始
時
期
の
考
察河

本

信

雄

は
じ
め
に

機
械
時
計
の
発
明
は
技
術
史
上
重
要
で
あ
る
。
歴
史
家
Ｌ

マ
ン
フ

ォ
ー
ド１

）は
、
時
計
は
蒸
気
機
関
以
上
に
近
代
産
業
の
鍵
と
な
る
機
械
で

あ
る２

）、
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
の
技
術
史
家
で
あ
る
立
川
昭
二
氏３

）

は
「
産
業
革
命
の
時
代
に
な
る
と
、
な
ん
と
い
っ
て
も
ジ
ェ
ー
ム
ス
・

ワ
ッ
ト
の
「
蒸
気
機
関
」
の
登
場
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
が
、
こ

の
発
明
で
と
く
に
重
要
な
点
は
、
こ
の
機
械
が
た
だ
た
ん
に
熱
エ
ネ
ル

ギ
ー
で
動
く
だ
け
で
な
く
、
よ
り
肝
心
な
こ
と
は
、
一
定
の
時
間
に
一

定
の
力
を
出
し
て
一
定
の
方
向
に
動
く
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
止
め
た

い
と
き
に
止
め
ら
れ
る
と
い
う
「
制
御
」
の
機
能
を
持
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
制
御
機
能
を
持
っ
た
機
械
は
、
西
欧

の
機
械
時
計
の
分
銅
に
よ
る
脱
進
機
と
い
う
思
想
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
る４

）」
と
述
べ
て
い
る
。

脱
進
機
と
は
時
計
の
心
臓
部
で
時
を
刻
む
機
構
部
品
の
こ
と
で
あ
る
。

マ
ン
フ
ォ
ー
ド
、
立
川
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
機
械
時
計
は
産
業

革
命
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
技
術
で
あ
り
、
そ
の
出
現
は
近
代
産

業
の
濫

と
も
い
え
る
。
そ
の
機
械
時
計
の
日
本
で
の
歴
史
は
室
町
時

代
に
西
洋
時
計
が
も
た
ら
さ
れ
た
時
に
始
ま
る
。
こ
の
後
は
、
不
定
時

法
の
時
を
刻
む
江
戸
時
代５

）の
日
本
に
対
応
し
た
和
時
計
と
し
て
、
世
界

で
も
類
を
見
な
い
時
計
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た６

）。

こ
の
技
術
史
上
重
要
な
機
械
時
計
が
日
本
で
製
作
開
始
さ
れ
た
時
期

に
つ
い
て
は
、
多
く
の
先
行
研
究
・
文
献
が
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
最
近
の
文
献
は
技
術
・
産
業
的
な
視
点
か
ら
の
研
究
・
著
作
が

多
く
、
機
械
時
計
の
製
作
開
始
時
期
に
関
す
る
記
述
は
先
行
文
献
の
焼

き
直
し
で
、
原
史
料
を
読
み
込
ん
だ
上
で
の
著
述
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

本
稿
で
は
、
多
く
の
先
行
文
献
が
原
典
と
し
、
ま
た
、
そ
の
大
多
数

が
史
料
批
判
を
せ
ず
鵜
呑
み
に
し
て
い
る
「
尾
張
志
」
の
記
述
を
他
の

一
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史
料
と
つ
き
あ
わ
せ
る
こ
と
を
中
心
に
、
矛
盾
点
を
指
摘
し
新
た
な
製

作
開
始
時
期
を
提
起
し
た
。

ま
た
、
合
わ
せ
て
和
時
計
の
製
作
開
始
時
期
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
。

第
一
章

日
本
に
お
け
る
機
械
時
計
製
作

一
）
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
る
機
械
時
計
の
製
作

西
洋
の
機
械
時
計
は
天
文
二
〇
年
（
一
五
五
一
）
に
キ
リ
ス
ト
教
宣

教
師
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル７

）に
よ
っ
て
最
初
に
日
本
に
も
た
ら
さ

れ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
後
の
展
開
、
そ
し
て
、
日
本
で
の
時
計
の
製

作
も
キ
リ
ス
ト
教
と
無
縁
で
は
な
い
。

織
田
信
長
が
時
計
を
見
た
の
は
、
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
に
イ
エ

ズ
ス
会
の
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
に
訪
問
し
た
際
で
あ
っ
た８

）。
天
正
遣
欧
少
年
使

節
は
帰
国
後
の
天
正
一
九
年
（
一
五
九
一
）「
閏
正
月
八
日
（
中
略
）

京
都
の
聚
楽
第
で
豊
臣
秀
吉
に
謁
見
を
賜
っ
た
時
、
正
使
の
贈
物
と
し

て
自
鳴
鐘
を
献
上
し
た
と
い
う９

）」。
徳
川
家
康
に
も
司
教
よ
り
時
計
が

贈
ら
れ
て
い
る
。「
慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
年
）
に
家
康
が
状
見
に

ゐ
た
と
き
、
天
主
教
曾
の
司
教
の
名
代
と
し
て
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
ゲ

ス10
）が

自
鳴
鐘
を

上
し
て
ゐ
る11

）。」

こ
の
よ
う
に
時
計
を
も
た
ら
し
た
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
は
、
製
品
の

み
な
ら
ず
時
計
の
製
作
方
法
も
伝
え
た
。

時
計
は
も
と
も
と
キ
リ
ス
ト
教
の
僧
院
で
祈
禱
時
間
を
告
げ
る
た
め

に
発
明
さ
れ
発
展
し
た12

）。
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
僧
院
で
も
お
祈
り
時

間
を
知
る
た
め
、
時
計
が
必
要
と
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ

う
。和

時
計
研
究
家
の
山
口
隆
二
氏
は
「
こ
の
方
面
の
資
料
と
し
て
は
各

種
の
日
本
吉
利
支
丹
傳
道
史
や
天
主
教
宣
教
師
の
日
本
通
信
等
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
日
本
時
計
産
業
史
上
多
く

の
事
實
が
明
か
に
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う13

）。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
『
日
本
に
於
け
る
耶
蘇
会
の
学
校
制
度14

）』
に
は
、

時
計
製
作
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。

セ
ミ
ナ
リ
ヨ15

）豫
備
校
の
學
科
は
主
と
し
て
日
本
文
字
及
び
ラ
テ

ン
文
字
の
讀
み
書
き
で
あ
つ
た
、
史
料
に
は
明
ら
か
に
述
べ
て
は

な
い
が
、
多
分
小
學
枚
と
同
様
に
、
算
術
そ
の
他
、
唱
歌
・
音

楽
・
作
法
等
も
教
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。（
中
略
）

セ
ミ
ナ
リ
ヨ
に
附
属
し
て
實
業
學
校
あ
り
、
此
處
で
生
徒
達
は

特
に
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
以
来
、
油
畫
・
水
彩
畫
・
銅
版

彫
刻
及
び
印
刷
の
修
業
を
し
た
。
ま
た
彼
等
は
日
本
文
字
、
支
那

文
字
を
木
に
刻
む
こ
と
も
習
っ
た
。
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
以

来
、
天
草
島
の
志
岐
の
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
の
生
徒
幾
人
か
は
、
オ
ル
ガ

ン
製
作
の
授
業
を
受
け
た
。
時
計
及
び
天
文
器
械
製
作
も
行
は
れ

た16
）。

一
五
〇



「
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
に
附
属
」
の
「
實
業
學
校
」
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
修
業

が
あ
り
、「
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
以
来
、
天
草
島
の
志
岐
の
セ
ミ
ナ

リ
ヨ
の
生
徒
幾
人
か
は
、
オ
ル
ガ
ン
製
作
の
授
業
を
受
け
た
。
時
計
及

び
天
文
器
械
製
作
も
行
は
れ
た
」
の
で
あ
る
。
文
献
史
料
か
ら
は
、
こ

の
時
が
日
本
で
最
初
の
機
械
時
計
の
製
作
と
特
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
ほ
と
ん
ど
の
文
献
に
は
、
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
に
て
時
計
製
作
が
教

え
ら
れ
た
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
書
か
れ
て
い
る17

）が
、
正
確
を
期
す

る
と
「
附
属
の
實
業
學
校
」
で
あ
る
。

翌
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
は
「
有
馬
の
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
で
、
ロ
ー

マ
生
ま
れ
の
宣
教
師
の
監
督
の
も
と
に
日
本
人
生
徒
が
時
計
の
製
作
を

し
て
お
り
、
同
年
長
崎
の
コ
レ
ジ
ヨ
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宣
教
師
の
監

督
の
も
と
に
、
日
本
人
生
徒
が
時
計
の
製
作
を
し
て
い
る18

）。」

こ
の
よ
う
に
慶
長
五
、
六
年
に
は
九
州
の
志
岐
、
有
馬
、
長
崎
の
地

で
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
の
指
導
の
も
と
、
西
洋
時
計
が
製
作
さ
れ
て
い

っ
た
。

こ
れ
よ
り
前
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
以
前
に
津
田
助
左
衛
門
が

時
計
を
製
作
し
た
、
と
し
て
い
る
文
献
も
あ
る
が
信
憑
性
が
低
い
。
次

項
以
降
で
論
述
す
る
。

二
）
先
行
文
献
に
お
け
る
記
述
の
考
察

和
時
計
を
と
り
あ
げ
た
最
近
の
文
献
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
関
係
を
除

け
ば
日
本
で
最
初
に
機
械
時
計
を
製
作
し
た
の
は
、
津
田
助
左
衛
門

（
初
代
、
以
下
「
津
田
助
左
衛
門
」
あ
る
い
は
「
助
左
衛
門
」
と
記
す
場

合
は
、
初
代
を
指
す
）
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
時
期
は
慶
長
三
年
（
一

五
九
八
）
以
前
と
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
定
説
で
あ
る
と
い
っ
て
も

よ
い19

）。
な
お
、
津
田
助
左
衛
門
は
江
戸
時
代
初
期
の
尾
張
の
時
計
師
で
、

子
孫
は
代
々
助
左
衛
門
を
名
乗
り
「
江
戸
時
代
、
代
々
尾
州
藩
の
御
時

計
師
兼
鍛
冶
頭
と
し
て
明
治
維
新
に
至
る
ま
で
續
い
た
家
柄
で
あ
る20

）」。

和
時
計
愛
好
家
の
間
で
よ
く
読
ま
れ
て
い
る
セ
イ
コ
ー
時
計
資
料
館

（
現
セ
イ
コ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）『
和
時
計
図
録
』（
一
九
九
四
）
は
、

日
本
の
機
械
時
計
製
作
の
始
ま
り
は
キ
リ
ス
ト
教
会
附
属
の
職
業
学
校

と
し
て
い
る
。
続
い
て
「
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
編
纂
の
「
尾
張

志
」
に
よ
る
と
、
名
古
屋
の
津
田
助
左
衛
門
が
家
康
の
時
計
を
修
理
し
、

そ
れ
を
手
本
に
新
た
に
作
っ
て
献
上
し
た
功
に
よ
り
慶
長
三
年
（
一
五

九
八
）、
家
康
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
と
い
う21

）。」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

事
典
類
で
も
、
年
代
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
、
津
田
助
左
衛
門
が
徳

川
家
康
に
時
計
を
献
上
し
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
る
。
講
談
社
『
日
本

人
名
大
辞
典
』「
津
田
助
左
衛
門
」
の
項
に
は
「
朝
鮮
か
ら
徳
川
家
康

に
お
く
ら
れ
た
自
鳴
鐘
（
じ
め
い
し
ょ
う

時
計
）
を
修
理
し
、
さ
ら

に
そ
れ
を
模
造
し
た
品
を
献
上
し
た
。
の
ち
尾
張
（
お
わ
り
）
徳
川
家

に
つ
か
え
た22

）。」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

津
田
助
左
衛
門
が
徳
川
家
康
に
時
計
を
献
上
し
た
こ
と
も
定
説
と
な

一
五
一

日
本
で
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械
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開
始
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期
の
考
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っ
て
い
る
。

和
時
計
研
究
の
古
典
と
い
っ
て
も
よ
く
、
よ
く
参
考
と
さ
れ
て
い
る

文
献
は
次
の
三
冊
で
あ
る
。

ア

著
者
兼
発
行
者
高
林
兵
衛23

）『
時
計
の
話
』
一
九
二
四
。

イ

山
口
隆
二24

）『
日
本
の
時
計
』
日
本
評
論
社
、
一
九
四
二
。

ウ

塚
田
泰
三
郎25

）『
和
時
計
』
東
峰
書
院
、
一
九
六
〇
。

い
ず
れ
も
和
時
計
製
作
の
始
祖
と
し
て
津
田
助
左
衛
門
の
こ
と
を
書

き
及
ん
で
い
る
。
以
下
に
そ
の
抜
粋
あ
る
い
は
要
点
を
記
す
。

ア

は
『
和
時
計
図
録
』
が
言
及
し
て
い
る
「
尾
張
志
」（
次
章
に
て

「
尾
張
志
」
中
の
「
自と
鳴け
い

」
の
項
全
文
を
掲
載
す
る
。）
を
引
用
し

つ
つ
「
助
左
衛
門
が
、
外
國
製
の
時
計
を
模
造
し
た
の
が
、
我
が
國
の

時
計
製
造
に
關
す
る
記
録
の
始
め
の
や
う
で
す26

）。」
と
し
て
い
る
。

イ

は
「
尾
張
志
」
を
や
は
り
引
用
し
、
こ
れ
に
加
え
山
口
氏
が
調
査

し
た
津
田
家
に
残
さ
れ
た
史
料
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
本
文
と

後
記
、
双
方
に
津
田
助
左
衛
門
の
時
計
製
作
の
こ
と
が
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

本
文
「
天
保
三
年
（
一
八
三
二
年
）
に
編
纂
さ
れ
た
「
尾
張
志
」
の

な
か
の
「
自と
鳴け
い

」（
中
略
）
が
従
来
日
本
に
お
け
る
時
計
製
造
の
最

初
の
記
録
と
さ
れ
て
ゐ
る
。（
中
略
）「
尾
張
志
」
が
編
纂
せ
ら
れ
た
の

は
、
九
代
目
津
田
助
左
衛
門
政
載
の
時
代
で
あ
る
。
同
家
の
由
緒
書
及

び
系
譜
に
よ
る
と
初
代
津
田
助
左
衛
門
政
之
が
、
駿
府
に
参
り
、
時
計

を
修
理
し
、
そ
れ
を
モ
デ
ル
と
し
て
新
た
に
一
個
の
時
計
を
製
作
し
た

の
は
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
年
）
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）

初
代
助
左
衛
門
が
、
そ
れ
か
ら
約
二
十
五
年
後
の
元
和
九
年
（
一
六
二

三
年
）
年
に
尾
州
公
の
た
め
に
製
作
し
た
時
計
『
お
も
り
ど
け
い
』
と

記
録
に
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
重
錘
動
力
の
掛
時
計
で
あ
つ
た
こ
と
と
思

ふ27
）。」後

記
「
津
田
助
左
衛
門
政
之
が
初
め
て
時
計
を
製
作
し
た
年
代
は
不

詳
で
あ
る
。
彼
が
元
和
九
年
（
一
六
二
三
年
）
に
『
お
も
り
ど
け
い
』

を
製
作
し
た
と
云
ふ
根
本
資
料
は
あ
る
が
、
慶
長
三
年
或
い
は
そ
れ
以

前
に
製
作
し
、
そ
の
功
績
に
よ
つ
て
家
康
に
八
十
石
十
人
扶
持
で
召
抱

え
ら
れ
た
と
云
ふ
根
本
資
料
は
な
い
。
津
田
家
に
傳
は
る
書
類
｜
特
に

由
緒
書
の
類
｜
を
比
較
對
象
し
て
み
る
と
、
古
い
書
類
に
は
慶
長
三
年

と
云
ふ
年
代
の
書
入
れ
は
な
い
が
、
新
し
い
書
類
に
は
慶
長
三
年
と
後

か
ら
年
代
が
朱
で
書
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
極
く
新
し
い
書
類
に
は
家
康

に
召
抱
へ
ら
れ
た
と
初
め
か
ら
書
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
慶
長
三

年
頃
に
は
家
康
が
駿
府
に
ゐ
た
筈
は
な
い
か
ら
、
津
田
助
左
衛
門
政
之

が
時
計
を
製
作
し
た
年
代
も
そ
れ
か
ら
大
分
後
の
こ
と
と
思
ふ28

）。」

ウ

は
「
記
録
に
よ
る
と
日
本
で
最
初
に
時
計
を
作
っ
た
人
は
名
古
屋

一
五
二



の
津
田
助
左
衛
門
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る29

）。」
と
述
べ
、
次
い
で
「
尾

張
志
」
を
引
用
し
、
そ
し
て
、
イ

の
「
本
文
よ
り
」
に
て
引
用
し
た
山

口
氏
の
津
田
助
左
衛
門
に
関
す
る
記
事
を
転
載
し
て
い
る
。
つ
い
で
平

凡
社
『
人
名
事
典
』
の
津
田
助
左
衛
門
の
項
を
次
の
よ
う
に
引
用
し
て

い
る
。

「
徳
川
初
期
の
技
工
家
、
安
芸
の
人
に
し
て
長
じ
て
京
師
に
学
ぶ
、
た

ま
た
ま
朝
鮮
国
よ
り
時
鳴
マ

マ
を

30
）

徳
川
家
康
に
贈
っ
て
き
た
が
、
途
上
破

損
し
て
用
を
な
さ
ず
、
家
康
天
下
に
令
し
て
之
を
修
理
す
る
も
の
を
求

む
れ
ど
も
応
ず
る
も
の
が
な
か
っ
た
。
助
左
衛
門
も
と
よ
り
細
工
に
巧

み
で
あ
っ
た
か
ら
往
き
て
之
を
修
理
し
、
且
つ
別
に
同
形
品
一
基
を
模

造
し
て
献
じ
た
。
家
康
大
い
に
喜
び
、
時
服
を
与
え
て
之
を
賞
し
且
つ

そ
の
子
忠
吉
に
清
洲
に
仕
え
し
め
た
。
の
ち
駿
府
の
営
繕
の
事
あ
り
、

助
左
衛
門
鍛
工
を
率
え
て
工
事
を
助
け
、
爾
後
家
康
は
更
に
鍛
工
の
支

配
た
ら
し
め
た
。
忠
吉
率ママ
し31

）、
の
ち
義
直
尾
張
に
封
せ
ら
れ
名
古
屋
に

移
る
に
及
び
助
左
衛
門
ま
た
之
に
従
ひ
、
そ
の
子
孫
は
世
々
時
計
の
製

造
と
鍛
工
の
支
配
と
を
以
て
業
と
し
た
。
今
日
名
古
屋
の
地
時
計
を
以

て
特
産
物
の
一
と
な
せ
る
ま
た
一
に
助
左
衛
門
の
功
あ
る
に
由
る32

）。」

そ
し
て
、「
こ
の
よ
う
な
記
録
に
よ
っ
て
現
在
の
と
こ
ろ
津
田
助
左

衛
門
が
、
わ
が
国
の
最
初
の
機
械
時
計
製
作
者
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る33

）。」
と
し
て
い
る
。
イ

の
後
記
で
山
口
氏
が
言
及
さ
れ
た
史
料
の

信
憑
性
に
つ
い
て
は
全
く
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

ア

は
「
尾
張
志
」
を
「
我
が
國
の
時
計
製
造
に
關
す
る
記
録
の
始
め

の
や
う
で
す
。」
と
し
て
お
り
、「
記
録
の
始
め
」
と
い
う
立
ち
位
置
で

あ
る
。
ま
た
、「
尾
張
志
」
に
年
代
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
年

代
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
年
代
を
推
定
す
る
こ
と
も
し
て
い
な
い
。

イ

は
本
文
に
て
は
「
津
田
家
史
料
に
よ
り
、
時
計
を
慶
長
三
年
以
前

に
製
作
し
た
」
と
明
確
に
記
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
記
に
て

慶
長
三
年
或
い
は
そ
れ
以
前
の
説
は
根
本
史
料
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び

津
田
家
に
伝
わ
る
古
い
史
料
に
は
記
述
が
な
く
、
新
し
い
史
料
に
朱
で

の
書
入
れ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
津
田
助
左
衛
門
政
之
の
時
計
製
作
の

年
代
は
慶
長
三
年
よ
り
大
分
後
の
こ
と
だ
と
思
う
」
と
し
て
い
る
。
後

記
か
ら
す
る
と
慶
長
三
年
以
前
は
史
実
と
し
て
あ
り
得
な
い
と
、
山
口

氏
は
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
後
記
に
て
「『
お
も
り

ど
け
い
』
を
製
作
し
た
と
云
ふ
根
本
資
料
は
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
山

口
氏
は
信
頼
の
お
け
る
史
料
で
の
機
械
時
計
製
作
に
関
す
る
記
録
の
最

初
は
「
元
和
九
年
（
一
六
二
三
年
）
に
尾
州
公
の
た
め
に
製
作
し
た
時

計
『
お
も
り
ど
け
い
』」
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

後
記
で
は
信
憑
性
を
疑
う
記
述
が
あ
る
も
の
の
、
本
文
は
そ
う
で
は

な
い
。
本
文
の
み
を
参
照
し
た
場
合
、
事
実
で
な
い
事
柄
を
読
み
取
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、『
日
本
の
時
計
』
は
刊
行
年
に
や
や

隔
た
り
の
あ
る
二
つ
の
版
が
あ
る
。
一
つ
は
一
九
四
二
年
出
版
、
他
の

一
つ
は
一
九
五
〇
年
出
版
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
版
に
は
、
何
故
か
後

一
五
三

日
本
で
の
機
械
時
計
製
作
開
始
時
期
の
考
察



記
が
全
て
削
除
さ
れ
、
こ
れ
に
代
わ
り
、
年
表
、
英
文
が
付
加
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
も
、
本
文
の
記
事
内
容
の
み
が
一
人
歩
き
す
る
こ
と

を
助
長
し
て
い
る
と
思
う
。

ウ

は
「
尾
張
志
」
引
用
に
続
い
て
、
イ

の
本
文
よ
り
の
、
慶
長
三
年

以
前
の
時
計
製
作
、
に
関
す
る
文
章
を
引
用
し
て
い
る
が
、
後
記
に
記

述
さ
れ
た
事
項
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
、
次
い
で
事
典
の
引
用
で
あ
る
。

史
料
批
判
を
せ
ず
「
尾
張
志
」
の
焼
き
直
し
を
記
述
し
た
事
典
に
も
疑

問
は
残
る
が
、
塚
田
氏
は
「
こ
の
よ
う
な
記
録
に
よ
っ
て
現
在
の
と
こ

ろ
津
田
助
左
衛
門
が
、
わ
が
国
の
最
初
の
機
械
時
計
製
作
者
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
事
典
引
用
も
あ
り
、
読
者
は
、

津
田
助
左
衛
門
は
機
械
時
計
を
製
作
し
家﹅
康﹅
に﹅
献﹅
上﹅
し﹅
た﹅
人﹅
、
そ
し
て
、

慶﹅
長﹅
三﹅
年﹅
以﹅
前﹅
に﹅
製﹅
作﹅
、
と
読
み
取
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
誤
解
を

生
む
記
述
の
仕
方
で
あ
る34

）。

三
）「
慶
長
三
年
以
前
説
」
の
検
討

山
口
氏
は
『
日
本
の
時
計
』
の
後
記
に
て
、
津
田
家
に
伝
わ
る
史
料

の
調
査
と
そ
の
考
察
を
ご
く
簡
単
に
記
し
て
い
る
が
、『
日
本
の
時
計
』

初
版
発
行
の
二
十
年
後
の
一
九
六
二
年
に
発
表
し
た
「
津
田
助
左
衛
門

｜
日
本
時
計
史
ノ
ー
ト
よ
り
｜
（
Ⅰ
）」

35
）

に
て
、
津
田
家
で
の
史
料
調

査
お
よ
び
そ
の
考
察
を
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
長
く
な
る
が
以
下

に
引
用
す
る
。

「
そ
れ
で
は
津
田
助
左
衛
門
（
中
略
）
が
徳
川
家
康
の
時
計
を
修
理
し

て
、
そ
の
う
え
新
し
い
時
計
を
製
作
し
て
献
上
し
た
の
は
い
つ
の
こ
と

か
と
い
う
問
題
が
お
こ
る
。
こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
津
田
家

に
伝
わ
る
由
緒
書
、
系
図
な
ど
の
資
料
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
資
料

は
必
ず
し
も
年
代
を
お
っ
て
忠
実
に
記
録
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ

の
上
か
な
り
後
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
尾
張
志
に
し

て
も
、
初
代
助
左
衛
門
政
之
の
死
後
（
一
六
三
八
年
）
か
ら
約
二
〇
〇

年
経
過
し
た
一
八
三
二
年
（
天
保
三
年
）
の
九
代
助
左
衛
門
政
載
の
時

代
に
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
記
事
の
正
確
を
期
す
る

た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
一
般
史
に
照
し
て
補
正
し
な
げママ
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
社
会
的
に
有
名
な
大
名
と
か
、
家
老
級
の
人
で
あ
れ
ば
、

そ
の
補
正
も
容
易
で
あ
る
が
、
一
時
計
師
の
場
合
は
そ
れ
は
容
易
な
こ

と
で
は
な
い
。

一
六
二
三
年
（
元
和
九
）
に
津
田
助
左
衛
門
政
之
が
尾
州
公
（
初
代

義
直
）
の
た
め
に
ママ

お
も
り
ど
け
い
を
製
作
し
た
と
き
、
尾
川
公
に
差

出
し
た
受
取
証
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
に
尾
州
公
か
ら
返
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
確
実
な
記
録
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
一
六
二

三
年
の
時
計
製
作
以
前
に
お
い
て
、
初
代
助
左
衛
門
政
之
が
時
計
を
製

作
し
た
と
い
う
確
実
な
記
録
は
津
田
家
に
は
残
っ
て
い
な
い
。

津
田
家
の
由
緒
書
（
こ
れ
は
津
田
家
で
代
々
相
統
の
と
き
に
尾
張
藩

へ
提
出
し
た
も
の
で
、
そ
の
写
或
は
下
書
が
保
存
さ
れ
て
い
る
）
に
よ

一
五
四



る
と
、
政
之
は
時
計
製
作
の
功
に
よ
り
、
一
五
九
八
年

慶
長
三
年
）に

は
家
康
か
ら
八
〇
石
一
〇
人
扶
持
、
外
に
一
〇
〇
石
の
割
の
御
足
金
を

賜
り
、
召
抱
え
ら
れ
た
と
あ
る
。
し
か
し
一
五
九
八
年
は
秀
吉
の
死
ん

だ
年
で
あ
り
、
そ
の
頃
家
康
は
伏
見
城
に
お
り
、
徳
川
幕
府
三
〇
〇
年

の
基
礎
を
か
た
め
る
た
め
に
活
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

一
五
九
八
年
或
は
そ
れ
以
前
に
家
康
が
駿
府
に
い
る
筈
は
な
い
。
ま
た

津
田
家
に
伝
わ
る
代
々
の
由
緒
書
を
比
較
対
照
し
て
み
て
も
、
古
い
時

代
の
も
の
に
は
、
時
計
製
作
の
年
代
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
後
の

時
代
な
る
と
慶
長
三
年
と
朱
で
書
き
加
え
ら
れ
て
お
り
、
更
に
後
の
時

代
の
も
の
に
な
る
と
慶
長
三
年
と
黒
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
政﹅

之﹅
（﹅
引﹅
用﹅
者﹅
註﹅：

﹅
初﹅
代﹅
津﹅
田﹅
助﹅
左﹅
衛﹅
門﹅
）﹅
が﹅
慶﹅
長﹅
三﹅
年﹅
（﹅
一﹅
五﹅
九﹅
八﹅

年﹅
）﹅
に﹅
時﹅
計﹅
製﹅
作﹅
の﹅
功﹅
に﹅
よ﹅
っ﹅
て﹅
召﹅
抱﹅
え﹅
ら﹅
れ﹅
た﹅
と﹅
い﹅
う﹅
の﹅
は﹅
、﹅
ど﹅
の﹅

程﹅
度﹅
ま﹅
で﹅
信﹅
じ﹅
て﹅
良﹅
い﹅
か﹅
わ﹅
か﹅
ら﹅
な﹅
い﹅
の﹅
で﹅
あ﹅
る﹅
。﹅
む﹅
し﹅
ろ﹅
そ﹅
の﹅
時﹅
期﹅

を﹅
慶﹅
長﹅
の﹅
末﹅
年﹅
頃﹅
と﹅
考﹅
え﹅
た﹅
方﹅
が﹅
よ﹅
い﹅
。」

36
）（

傍
点：

引
用
者
）

山
口
氏
は
こ
の
論
文
に
て
、
傍
点
箇
所
の
と
お
り
断
定
的
な
表
現
で

は
な
い
が
、「
慶
長
三
年
以
前
説
」
を
否
定
し
て
い
る
。

津
田
家
史
料
は
「
古
い
時
代
の
も
の
に
は
、
時
計
製
作
の
年
代
は
記

載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
後
の
時
代
な
る
と
慶
長
三
年
と
朱
で
書
き
加
え

ら
れ
て
お
り
、
更
に
後
の
時
代
の
も
の
に
な
る
と
慶
長
三
年
と
黒
記
さ

れ
て
い
る
」
の
で
あ
っ
た
。「
ど
の
程
度
ま
で
信
じ
て
良
い
か
わ
か
ら

な
い
の
で
あ
る
」
と
山
口
氏
は
ソ
フ
ト
に
表
現
し
て
い
る
が
、
津
田
家

史
料
の
中
で
、
初
代
助
左
衛
門
の
時
計
の
製
作
に
関
す
る
年
号
記
述
は

信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
て
間
違
い
な
い
と
思
う
。

最
近
の
文
献
は
、
こ
の
「
津
田
助
左
衛
門
｜
日
本
時
計
史
ノ
ー
ト
よ

り
｜
」
お
よ
び
イ

『
日
本
の
時
計
』
後
記
に
あ
た
る
こ
と
な
く
、
イ

『
日
本
の
時
計
』
本
文
（
あ
る
い
は
『
日
本
の
時
計
』
一
九
五
〇
年

版
）
お
よ
び
ウ

『
和
時
計
』
を
底
本
と
し
て
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。山

口
氏
が
イ

本
文
に
て
記
述
し
た
「
慶
長
三
年
以
前
説
」
と
「
尾
張

志
」
の
記
述
内
容
が
事
典
類
も
含
め
て
史
料
批
判
を
せ
ず
に
記
載
さ
れ

て
い
る
。
影
響
力
が
大
き
い
『
和
時
計
図
録
』
が
、「
慶
長
三
年
以
前

説
」
を
記
述
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
を
助
長
し
て
い
る
と
思
う
。

ま
た
、『
和
時
計
図
録
』
に
は
「「﹅
尾﹅
張﹅
志﹅
」﹅
に﹅
よ﹅
る﹅
と﹅
、（
中
略
）

慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）、
家
康
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
と
い
う
。」（
傍

点：

引
用
者
）
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
間
違
い
で
あ
る
。
年
代
は
「
尾
張

志
」
に
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
、
津
田
家
史
料
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
章

「
尾
張
志
」
に
つ
い
て

一
）「
尾
張
志
」
に
つ
い
て

「
尾
張
志
」
中
の
「
自と
鳴け
い

」
の
項
全
文
を
引
用
す
る
。
原
典
は
愛

知
県
立
図
書
館
貴
重
和
本
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
印
影
本
に
よ
っ
た
。

同
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、「
尾
張
志
」
は
深
田
正
韶
選
、
中
尾
義

一
五
五

日
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で
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機
械
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時
期
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稲
、
岡
田
啓
編
。
尾
張
の
藩
撰
地
誌
。
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
年
）
に

完
成
し
た
『
張
州
府
志
』
を
補
訂
す
る
目
的
で
編
纂
さ
れ
、
天
保
一
五

年
（
一
八
四
四
年
）
に
成
立
し
た37

）。

「
自
鳴

」
の
項
は
『
尾
張
志
四
』
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
表
紙
は

愛
知
郡

名
古
屋
之
部

河
川

橋
梁

物
産

人
物

尾
張
志

四

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
続
く
頁
に
選
者
、
編
者
が
次
の
よ
う
に

書
か
れ
て
い
る
。

尾
張
志
巻
之
四

深
田
増
蔵
正
韶
謹
撰

植
松
庄
左
衛
門
茂
缶
謹
校

中
尾
八
郎
右
衛
門
義
稲
謹
輯

岡
田
六
兵
衛
啓
謹
輯

「
産
物
」
の
分
類
の
中
に
「
自
鳴

」
の
項
目
が
あ
る
。
以
下
に
全

文
を
記
す
。自と

鳴け
い

俗
に
時
斗
と
い
う
常
磐
町
津
田
助
左
エ
衛
門
こ
れ
を
つ
く
る
先
祖

助
左
エ
門
京
都
に
住
せ
し
と
き

東
照
宮
へ
朝
鮮
國
よ
り
奉
り
し
自
鳴

損
毀
せ
し
か
ば
洛
中
に

れ
て
そ
れ
を
修
覆
す
べ
き
も
の
を
尋
ね
給
ひ
し
に
助
左
衛
門
細
工

を
好
み
け
れ
ば
深
田
正
室
と
議
し
て
駿
府
に
参
り
直
し
て
奉
り
け

る
が
其
間
に
あ
た
ら
し
く
一
飾
を
造
り
て
た
て
ま
つ
れ
り
是
に
依

り
て
奉
公
し
け
る
が

性
高
院
君
に
附
属
と
な
り
て
清
須
に
来
り

御
遷
府
の
と
き
こ
ゝ
に
う
つ
り
御
給
扶
持
を
拝
領
す
い
に
し
へ
漏

刻
の
器
に
て
時
を
は
か
り
し
が
近
年
自
鳴
鐘
を
異
国
よ
り
献
り
し

の
ち
簡
便
の
器
な
る
が
其
製
法
を
知
る
人
な
か
り
し
を
助
左
衛
門

は
じ
め
て
修
覆
し
且
新
造
し
て
奉
り
し
か
バ
其
功
少
か
ら
ず
日
本

時
計
師
の
元
祖
と
も
い
ふ
べ
し
筑
後
の
柳
川
の
桜
井
養
仙
が
享
保

年
間
に
著
ハ
し
た
る
漏
刻
説
に
近
世
有

自
鳴
鐘

俗
名

時
計

中

ニ

設

機
関

毎

遭

一
時

自
鳴
ル

馬
令
也
有

安
井
氏
寺
嶋
氏

製

渾
天

造

時
計

列

日
月
星
辰
以
ママ

機
関

轉マハス
之
与

天
相
應

無

或

差
訛

ナ
リ

矣
と
見
へ
た
る
安
井
寺
嶋
両
氏
ハ
や
ヽ
後
の

人
に
て
元
祖
と
ハ
い
ひ
が
た
し 一

五
六



四
行
目
の
東
照
宮
（
徳
川
家
康
）
は
平
出
、
八
行
目
の
性
高
院
（
家

康
四
男
、
松
平
忠
吉
（
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
〜
慶
長
一
二
年
（
一

六
〇
七
））
は
闕
字
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
即
し
て
記
し
た
。

最
後
か
ら
三
行
目
の
「
列

日
月
星
辰
」
は
お
そ
ら
く
は
「

」
点
が
抜

け
て
お
り
、
正
し
く
は
「
列

日
月
星
辰

」
で
あ
ろ
う
。「
馬
令
」
は

馬
齢
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
歳
を
重
ね
る
、
つ
ま
り
、
時

刻
を
刻
む
、
と
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。「
渾
天
」
は
渾
天

儀
、
つ
ま
り
、
天
文
観
測
装
置
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
差
訛
」
は
誤
り

の
こ
と
で
あ
る
。

桜
井
養
仙
（
よ
う
せ
ん
、
生
年
没
年
不
詳
）
は
江
戸
時
代
中
期
、
筑

後
柳
川
の
暦
算
家
で
あ
る
。
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
に
『
漏
刻
説

附
録38

）』
を
著
し
て
い
る39

）。
安
井
と
は
二
代
目
安
井
算
哲
（
寛
永
一
六
年

（
一
六
三
九
）
〜
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
貞
享

暦
を
作
っ
た
渋
川
春
海40

）と
し
て
有
名
で
あ
り
、
渾
天
儀
を
製
作
し
て
い

る41
）。

寺
嶋
と
は
『
和
漢
三
才
圖
會42

）』
を
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
に
著

し
た
寺
島
良
安43

）の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

前
半
部
大
意
は
前
章
で
引
用
し
た
平
凡
社
『
人
名
事
典
』
記
事
に
ほ

ぼ
含
ま
れ
て
い
る
の
で
省
略
す
る
。
後
半
部
の
大
意
は
次
の
通
り
と
な

る
。

「
筑
後
柳
川
の
桜
井
養
仙
が
享
保
年
間
に
著
し
た
「
漏
刻
説
」
に
自
鳴

鐘
（
俗
名
、
時
計
）
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
刻
毎
に
時
を
告
げ
る
機

構
を
持
ち
、
時
を
刻
む
。
安
井
氏
、
寺
島
氏
は
渾
天
儀
を
製
作
し
、
時

計
を
造
っ
た
。
機
構
を
持
っ
て
天
体
の
動
き
表
し
た
。
天
体
の
運
行
に

即
し
、
誤
り
は
な
い
。
と
て
も
素
晴
ら
し
い
が
、
安
井
氏
、
寺
島
氏
は

後
の
人
で
あ
り
（
機
械
時
計
製
造
）
の
元
祖
で
は
な
い
。」

前
章
の
ア

、
イ

、
ウ

は
全
て
「
尾
張
志
」
を
引
用
し
て
い
る
。
ア

は

「
自
鳴

」
の
項
の
冒
頭
よ
り
、
全
文
の
五
割
程
度
「
…
…
…
御
給
扶

持
を
拝
領
す
」
ま
で
、
イ

、
ウ

は
七
割
程
度
「
…
…
…
日
本
時
計
師
の

元
祖
と
も
い
ふ
べ
し
」
ま
で
を
記
載
し
て
い
る
。

こ
の
「
尾
張
志
」
は
、
津
田
助
左
衛
門
が
時
計
を
製
作
し
た
と
さ
れ

る
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
の
約
二
百
五
十
年
後
で
あ
る
天
保
一
五
年

（
一
八
四
四
）
の
成
立
な
の
で
一
次
史
料
と
は
言
え
な
い
。「
尾
張
志
」

記
述
内
容
と
前
章
で
述
べ
た
津
田
助
左
衛
門
の
慶
長
三
年
以
前
時
計
製

作
に
つ
い
て
以
下
に
考
察
す
る
。

イ

本
文
に
は
「
同
家
の
由
緒
書
及
び
系
譜
に
よ
る
と
初
代
津
田
助
左

衛
門
政
之
が
、
駿
府
に
参
り
、
時
計
を
修
理
し
、
そ
れ
を
モ
デ
ル
と
し

て
新
た
に
一
個
の
時
計
を
製
作
し
た
の
は
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八

年
）
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
尾
張
志
」
の

「
東
照
宮
へ
朝
鮮
國
よ
り
奉
り
し
自
鳴

損
毀
せ
し
か
ば
洛
中
に

れ

て
そ
れ
を
修
覆
す
べ
き
も
の
を
尋
ね
給
ひ
し
に
助
左
衛
門
細
工
を
好
み

け
れ
ば
深
田
正
室
と
議
し
て
駿
府
に
参
り
直
し
て
奉
り
け
る
が
其
間
に

あ
た
ら
し
く
一
飾
を
造
り
て
た
て
ま
つ
れ
り
」
に
対
応
す
る
内
容
と
し

一
五
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日
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計
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て
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
両
文
書
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
慶
長
三

年
以
前
に
家
康
に
自
鳴

が
奉
ら
れ
た
、
こ
と
に
な
る
。

慶
長
三
年
と
い
う
時
期
で
の
朝
鮮
国
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
こ
の
年

は
慶
長
の
役
（
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
〜
三
年
（
一
五
九
八
））
の

最
後
の
年
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
も
文
禄
の
役
（
文
禄
元
年
（
一
五
九

二
）
〜
二
年
（
一
五
九
三
））
か
ら
続
く
緊
張
関
係
に
あ
る
。
た
と
え

家
康
の
手
に
自
鳴
鐘
が
渡
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
献
上
で
な
く
略
奪

で
あ
ろ
う
。
献
上
だ
と
す
る
と
国
交
回
復
、
朝
鮮
通
信
使
の
時
が
考
え

ら
れ
る
。
第
一
回
通
信
使
は
慶
長
一
二
年
（
一
六
〇
七
年
）
で
あ
る
。

（
通
信
使
は
帰
路
に
駿
府
で
家
康
に
謁
見
し
て
い
る
。）

ま
た
、「
尾
張
志
」
に
は
「
駿
府
に
参
り
直
し
て
奉
り
け
る
」
と
あ

る
が
、
こ
の
点
か
ら
も
慶
長
三
年
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
家
康

が
駿
府
に
移
る
の
は
こ
れ
も
慶
長
一
二
年
で
あ
る
。
慶
長
三
年
時
点
で

の
駿
府
の
領
主
は
中
村
一
氏
で
あ
る
。
た
と
え
家
康
と
助
左
衛
門
の
接

触
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
駿
府
に
参
り
」
は
慶
長
一
二
年
以
降
で
あ

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
時
計
の
修
理
・
製
作
時
期
も
同
様
で
あ
る
。
津
田

家
史
料
に
あ
る
と
い
う
慶
長
三
年
以
前
は
あ
り
得
な
い
。

前
項
に
て
津
田
助
左
衛
門
の
時
計
製
作
時
期
「
慶
長
三
年
以
前
説
」

に
疑
問
を
呈
し
た
が
、
以
上
の
よ
う
に
山
口
氏
が
イ

本
文
に
て
拠
り
所

と
し
た
「
尾
張
志
」
の
記
述
は
信
憑
性
が
薄
い
。「
慶
長
三
年
以
前
説
」

に
関
し
て
は
他
の
史
料
と
の
整
合
性
が
な
い
こ
と
及
び
山
口
氏
自
身
も

津
田
家
史
料
に
疑
問
を
持
ち
、
イ

後
記
に
て
「
そ
れ
か
ら
大
分
後
の
こ

と
と
思
ふ
。」
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
慶
長
三
年
以
前
説
」
は
完
全
に

否
定
す
べ
き
で
あ
る
。

「
尾
張
志
」
中
の
「
朝
鮮
國
よ
り
奉
り
し
」
に
も
疑
問
を
感
じ
る
。

前
章
で
述
べ
た
通
り
、
時
計
は
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
よ
り
日
本

に
伝
わ
っ
た
。
朝
鮮
国
を
経
由
し
て
日
本
に
時
計
が
伝
来
す
る
可
能
性

は
ゼ
ロ
で
は
な
い
が
、
西
洋
と
の
交
流
が
日
本
以
上
と
は
い
え
な
い
朝

鮮
国
が
西
洋
製
の
自
鳴
鐘
を
贈
り
物
と
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
キ
リ

ス
ト
教
禁
教
の
江
戸
時
代
故
、
西
洋
と
は
せ
ず
朝
鮮
と
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

以
上
の
こ
と
か
ら
先
行
文
献
が
拠
り
所
と
し
て
い
る
「
尾
張
志
」
は

信
頼
す
る
に
足
ら
な
い
史
料
で
あ
る
と
断
定
し
て
よ
い
と
思
う
。
他
に

も
疑
問
点
が
あ
る
。
次
項
以
降
に
て
述
べ
る
。

二
）
深
田
円
空
（
正
室
）
と
助
左
衛
門
に
つ
い
て

「
尾
張
志
」
を
撰
し
た
の
は
深
田
正
韶
で
あ
る
。「
尾
張
志
」
に
は

「
助
左
衛
門
細
工
を
好
み
け
れ
ば
深
田
正
室
と
議
し
て
駿
府
に
参
り
直

し
て
」
と
あ
り
、
唐
突
に
深
田
正
室
と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
。
二
人

は
同
姓
で
あ
り
、
名
前
の
一
字
は
「
正
」
で
あ
る
。

深
田
正
韶
（
ま
さ
つ
ぐ44

））
は
深
田
香
実

（
こ
う
じ
つ
）
の
こ
と
で
、

一
五
八



安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
に
生
ま
れ
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
没

し
て
い
る
。
深
田
九
皐
（
き
ゅ
う
こ
う
）
の
長
男
で
、
尾
張
名
古
屋
の

藩
儒
・
漢
学
者
で
あ
る
。
江
戸
で
藩
主
徳
川
斉
朝
（
な
り
と
も
）
の
侍

読
を
務
め
、
帰
藩
後
は
書
物
奉
行
と
し
て
「
尾
張
志
」
を
監
修
し
た
。

代
々
儒
学
を
家
学
と
し
て
伝
え
た
深
田
家
に
あ
っ
て
も
傑
出
し
た
人
物

だ
と
評
さ
れ
て
い
る45

）。

深
田
正
室
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
の
あ
る
人
物
は
三
人
い
る
。
深
田

円
空
、
深
田
明
峰
、
深
田
慎
斉
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
尾
張
藩
の
学
者
で

あ
る
。

円
空
は
生
年
不
詳
、
没
年
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）。
名
は
得
知
。

字
は
正
室
、
円
空
と
号
し
た
。
学
者
。
天
文
、
地
理
、
機
巧
術
に
長
じ

て
い
た
。
尾
張
犬
山
城
主
石
川
光
吉46

）の
孫
で
、
関
ヶ
原
の
戦
い
で
光
吉

が
西
軍
に
く
み
し
て
敗
れ
た
後
、
流
浪
し
て
美
濃
国
深
田
村
に
一
時
住

ん
だ
た
め
深
田
を
姓
と
し
た
。
京
都
に
お
い
て
堀
杏
庵47

）の
門
下
に
入
り

名
声
を
な
し
た
。
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）、
自
ら
作
成
し
た
「
万
国

全
図
」
と
「
準
天
儀48

）」
を
尾
張
藩
初
代
藩
主
徳
川
義
直
（
慶
長
五
年

（
一
六
〇
一
）
〜
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
））
に
献
じ
、
義
直
は
こ
れ

ら
を
幕
府
に
献
じ
た
の
で
、
幕
府
は
円
空
を
師
の
杏
庵
と
と
も
に
賞
し

た
。
同
十
三
年
（
一
六
三
六
）
七
月
、
義
直
に
召
し
出
さ
れ
て
食
邑
二

百
石
を
受
け
、
儒
官
と
し
て
仕
え
た49

）。

明
峰
は
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
生
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）

没
。
深
田
円
空
の
男
。
養
嗣
子
、
慎
斎
。
名
古
屋
藩
儒
、
漢
学
者
。
天

文
を
能
く
し
た50

）。
慎
斉
は
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
生
、
元
文
二
年

（
一
七
三
七
）
没
。
近
江
野
洲
郡
永
原
邑
の
水
原
佐
平
の
次
男
。
深
田

明
峯
の
養
嗣
子
。
子
、
厚
斎
・
九
皐
。
尾
張
名
古
屋
藩
儒
、
漢
学
者
。

深
田
明
峯
に
学
び
、
そ
の
養
嗣
子
と
な
る
。
宝
水
四
年
（
一
七
〇
七
）

明
峯
の
禄
の
内
百
五
十
石
を
給
さ
れ
、
名
古
屋
藩
の
儒
官
と
な
っ
た51

）。

家
系
を
抜
き
出
す
と
円
空
の
男
が
明
峰
。
明
峰
の
養
嗣
子
が
慎
斎
。

慎
斎
の
子
が
九
皐52

）。
九
皐
の
長
男
が
正
韶
と
な
る
。『
姓
氏
家
系
大
辞

典
』
に
は
「
尾
張
の
深
田
氏

尾
張
藩
儒
深
田
圓
空
の
男
明
峰
（
正
清
、

宗
信
、
正
室
）
は
叉
天
文
に
通
ず
。
叉
深
田
慎
斎
、
そ
の
長
子
厚
斎

（
佐
市
郎
正
純
）、
次
子
九
皐
（
彦
九
郎
正
盆
）
等
も
儒
名
あ
り53

）。」
と

あ
る
。

つ
ま
り
、
深
田
氏
は
「
円
空
を
祖
と
す
る54

）」
代
々
尾
張
藩
の
藩
儒
の

家
で
あ
る
。
深
田
円
空
（
正
室
）
か
ら
尾
張
藩
に
学
者
と
し
て
仕
え
た
。

円
空
｜
明
峰
｜
慎
斎
｜
九
皐
｜
正
韶
と
な
る
の
で
、
円
空
は
正
韶
の
四

世
代
前
と
な
る
。（
家
を
継
ぐ
と
い
う
点
で
は
慎
斎
｜
九
皐
の
間
に
九

皐
の
兄
厚
斎
が
入
る
の
で
五
代
前
と
な
る
）

年
代
か
ら
し
て
、
徳
川
家
康
や
松
平
忠
吉
が
登
場
す
る
「
尾
張
志
」

に
あ
る
深
田
正
室
と
は
円
空
と
し
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。（
明
峰

は
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
生
ま
れ
で
あ
る
。）

一
五
九

日
本
で
の
機
械
時
計
製
作
開
始
時
期
の
考
察



「
尾
張
志
」
に
は
「
東
照
宮
へ
（
中
略
）
助
左
衛
門
細
工
を
好
み
け

れ
ば
深
田
正
室
と
議
し
て
駿
府
に
参
り
直
し
て
奉
り
け
る
」
と
あ
る
が
、

事
典
類
に
よ
れ
ば
、
深
田
円
空
（
正
室
）
が
徳
川
家
と
接
触
を
持
つ
の

は
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）（
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
の
可
能
性
も

あ
り
、
後
述
す
る
）
か
ら
で
あ
る
。
寛
永
八
年
、
元
和
八
年
い
ず
れ
に

し
て
も
、
家
康
（
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
没
）
と
も
忠
吉
（
慶
長
一

二
年
（
一
六
〇
七
）
没
）
と
も
接
触
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
つ
ま

り
は
、「
深
田
正
室
と
議
し
」
た
津
田
助
左
衛
門
も
同
様
に
家
康
、
忠

吉
と
会
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

深
田
正
韶
は
、「
尾
張
志
」
編
纂
当
時
の
当
主
で
あ
る
九
代
目
津
田

助
左
衛
門
政
戴
と
相
計
っ
て
、
両
者
の
先
祖
の
箔
を
つ
け
る
た
め
に
脚

色
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
山
口
氏
に
よ
れ
ば
「
時
計
を
慶
長
三
年

以
前
に
製
作
し
た
こ
と
は
、
古
い
史
料
に
は
記
述
が
な
く
、
新
し
い
史

料
に
朱
で
の
書
入
れ
」
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
九
代
目
津
田
助
左
衛

門
政
戴
が
「
尾
張
志
」
成
立
の
頃
、
辻
褄
を
合
わ
せ
る
た
め
書
き
加
え

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『
三
百
藩
家
臣
人
名
事
典

第
四
巻
』「
深
田
円
空
」
の
項
に
は
次

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
天
文
地
理
学
に
精
通
し
、
寛
永
八
年
、
自
ら
作
成
し
た
「
万
国
全

図
」
と
「
準
天
儀
」
を
尾
張
藩
初
代
藩
主
徳
川
義
直
に
献
じ
、
義
直
は

こ
れ
ら
を
幕
府
に
献
じ
た
の
で
、
幕
府
は
円
空
を
師
の
杏
庵
と
と
も
に

賞
し
た
。
同
十
三
年
七
月
、
義
直
に
召
し
出
さ
れ
て
食
邑
二
百
石
を
受

け
、
儒
官
と
し
て
仕
え
た
が
、
名
古
屋
に
定
住
は
せ
ず
、
京
・
江
戸
・

名
古
屋
を
往
来
し
て
自
由
多
彩
な
活
躍
ぶ
り
を
見
せ
た
。（
中
略
）
自﹅

ら﹅
考﹅
案﹅
し﹅
江﹅
戸﹅
市﹅
ケ﹅
谷﹅
の﹅
匠﹅
人﹅
助﹅
左﹅
衛﹅
門﹅
に﹅
作﹅
ら﹅
せ﹅
た﹅
自﹅
鳴﹅
鐘﹅
〞﹅
正﹅
室﹅

時﹅
計﹅
〝﹅
を﹅
義﹅
直﹅
に﹅
献﹅
上﹅
し﹅
た﹅
。」

55
）（

傍
点：

引
用
者
）

『
名
古
屋
市
史

人
物
編
第
二
』「
深
田
圓
空
」
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

「
圓
空
兼
て
天
文
地
理
に
精
し
嘗
て
月
日
の
行
度
、
盈
縮
等
、
機
關

を
以
て
自
ら
運
轉
す
べ
き
物
を
製
し
、
名マ
けマ
て
準
天
儀
と
い
ふ
。
之
を

義
直
に
献
す
、
義
直
特
に

賞
し
て
、
阿
部
河
内
守
を
し
て
之
を
前
将

軍
秀
忠
に
献
ぜ
し
む
。
寛
永
八
年
四
月
十
九
日
、
秀
忠
、
圓
空
及
堀
杏

庵
を
召
し
見
て
、
其
工
夫
を
賞
し
、
黄
金
若
干
を
給
ふ
。
圓
空
、
尾
張

に
仕
ふ
る
も
、
猶
京
師
に
住
し
、
公
事
あ
れ
ば
、
江
戸
、
名
古
屋
に
往

来
し
て
、
以
て
職
に
服
す
。
嘗﹅
て﹅
思﹅
を﹅
凝﹅
し﹅
て﹅
、﹅
自﹅
鳴﹅
鐘﹅
を﹅
考﹅
案﹅
し﹅
、﹅

江﹅
戸﹅
市﹅
谷﹅
の﹅
匠﹅
人﹅
助﹅
左﹅
衛﹅
門﹅
に﹅
作﹅
ら﹅
し﹅
め﹅
、﹅
亦﹅
之﹅
を﹅
義﹅
直﹅
に﹅
献﹅
す﹅
、﹅
世﹅

に﹅
﹅

し﹅
て﹅
正﹅
室﹅
時﹅
計﹅
と﹅
曰﹅
ふ﹅
。」

56
）（

傍
点：

引
用
者
）﹅

こ
こ
に
、
津
田
助
左
衛
門
が
登
場
す
る
。「
尾
張
志
」
に
あ
る
助
左

衛
門
の
自
鳴
鐘
献
上
は
、
実
際
に
は
こ
の
円
空
考
案
、
助
左
衛
門
製
作

の
自
鳴
鐘
「
正
室
時
計
」
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
時
期
は
明
確
に

記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
の
記
事
に
続
い
て
、

一
六
〇



「
嘗
て
」
と
あ
る
の
で
寛
永
八
年
以
前
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
大

き
く
年
を
隔
て
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
寛
永
八
年
は
慶
長
三
年

（
一
五
九
八
）
と
は
三
〇
年
以
上
の
開
き
が
あ
る
。
ま
た
、「
義
直
に

献
す
」
と
あ
る
の
で
、
ど
ん
な
に
早
く
と
も
徳
川
義
直
が
尾
張
清
州
に

入
る
慶
長
一
二
年
（
一
六
〇
七
）
あ
る
い
は
名
古
屋
に
入
る
慶
長
一
五

年
（
一
六
一
〇
）
以
降
で
あ
る57

）。

こ
の
こ
と
か
ら
も
「
慶
長
三
年
以
前
」
説
は
否
定
す
べ
き
で
あ
り
、

ま
た
、「
尾
張
志
」
は
史
料
価
値
が
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。

注
目
す
べ
き
点
は
年
代
以
外
に
も
助
左
衛
門
の
出
自
が
あ
る
。「
江

戸
市
谷
の
匠
人
助
左
衛
門
に
作
ら
し
め
」
と
あ
り
、
助
左
衛
門
は
江
戸

市
谷
の
匠
人
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。「
尾
張
志
」
選
者
で

あ
る
深
田
正
韶
は
自
ら
編
し
た
『
天
保
会
記58

）』
に
て
、「
正
韶
が
家
の

伝
説
に
曰
、（
中
略
）
又
云
、
節セツ
時ト
計ケイ
も
正
室
工
夫
し
て
、
江
戸
市
谷

左
内
坂
に
住スミ
し
助
左
衛
門
と
い
ふ
も
の
作
ら
せ
初
し
と
ぞ
。
こ
の
助
左

衛
門
は
、
今
尾
州
に
住
せ
る
時
計
師
助
左
衛
門
の
先
祖
也59

）」
と
記
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
市
谷
の
助
左
衛
門
と
「
尾
張
志
」
に
登
場
す

る
津
田
家
初
代
の
助
左
衛
門
と
が
、
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。

助
左
衛
門
は
安
芸
の
人
で
な
く
、
京
師
に
学
ん
だ
こ
と
も
な
く
、

「
公
事
あ
れ
ば
、
江
戸
、
名
古
屋
に
往
来
し
て
」
い
た
円
空
が
見
出
し

た
腕
の
立
つ
江
戸
市
谷
の
匠
人
で
あ
り
、
円
空
と
の
縁
に
て
尾
張
藩
に

出
仕
し
た
、
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

第
三
章

機
械
時
計
製
作
開
始
時
期
に
つ
い
て

一
）「
正
室
時
計
」
と
『
お
も
り
ど
け
い
』
の
考
察

「
正
室
時
計
」
献
上
は
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
以
前
で
あ
る
が
、

一
方
、
山
口
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
「
初
代
助
左
衛
門
が
、（
中
略
）
元

和
九
年
（
一
六
二
三
年
）
に
尾
州
公
の
た
め
に
製
作
し
た
時
計
『
お
も

り
ど
け
い
』
と
記
録
に
あ
る
」
と
し
て
い
る
。『
お
も
り
ど
け
い
』
と

「
正
室
時
計
」
に
つ
い
て
、
深
田
円
空
の
師
匠
で
あ
る
堀
杏
庵
の
経
歴

に
も
注
目
し
、
以
下
に
考
察
し
た
。

堀
杏
庵
は
、
事
典
類
で
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

○
『
日
本
大
百
科
全
書
』（
一
九
八
八
）

「
一
六
三
一
年
（
寛
永
八
）
に
尾
張
（
お
わ
り
）
藩
主
徳
川
義
直
（
よ

し
な
お
）
に
仕
え
て
儒
官
と
な
る60

）。」（
出
典
は
未
掲
載
）。

○
『
国
書
人
名
事
典

第
四
巻
』（
一
九
九
八
）

「
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
藩
主
の
移
封
に
従
っ
て
安
芸
広
島
に
移
っ

た
。
同
八
年
、
請
わ
れ
て
尾
張
名
古
屋
藩
に
仕
え61

）」

○
『
三
百
藩
家
臣
人
名
事
典

第
四
巻
』

「
元
和
八
年
三
十
八
歳
の
時
、
長
晟
も
伴
っ
て
江
戸
に
滞
在
中
、
尾
張

一
六
一

日
本
で
の
機
械
時
計
製
作
開
始
時
期
の
考
察



藩
初
代
藩
主
義
直
の
目
に
と
ま
り
、
義
直
の
強
い
望
み
よ
っ
て
義
直
の

臣
下
に
加
わ
り62

）」。

『
国
書
人
名
事
典
』
と
『
三
百
藩
家
臣
人
名
事
典
』
に
は
出
典
・
参

考
文
献
と
し
て
『
名
古
屋
市
史
人
物
編
』
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
『
名
古
屋
市
史

人
物
編
第
二
』（
一
九
三
四
）「
堀
杏
庵
」
の

記
事
に
は
「
杏
庵
轉
じ
て
尾
張
に
仕
ふ
、
實
に
元
和
八
年
に
し
て
杏
庵

歳
三
十
八
な
り63

）」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
尾
張
藩
出
仕
時
期
は
元
和
八
年

（
一
六
二
二
）
と
し
て
い
る
。
堀
杏
庵
は
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）

生
ま
れ
な
の
で
年
齢
的
に
も
辻
褄
が
あ
う
。『
名
古
屋
市
史

人
物
編

第
二
』「
堀
杏
庵
」
の
項
は
管
見
の
限
り
、
最
も
詳
し
く
記
述
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
以
降
に
編
纂
さ
れ
た
事
典
類
の
記
述
は
『
名
古
屋
市
史

人
物
編
第
二
』
と
似
通
っ
て
よ
り
、
お
そ
ら
く
主
な
出
典
は
『
名
古
屋

市
史

人
物
編
第
二
』
と
し
て
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
同
時
代
に
発
刊
さ
れ
た
『
名
古
屋
文
學
史
』（
一
九
三
二
）

も
「
杏
庵
（
中
略
）
元
和
八
年
を
以
っ
て
尾
藩
に
聘
せ
ら
れ
し64

）」
と
あ

る
。こ

の
『
名
古
屋
市
史

人
物
編
第
二
』
の
「
堀
杏
庵
」
の
項
に
は
、

出
典
・
参
考
文
献
と
し
て
「
尾
張
名
家
誌
」「
頤
貞
先
生
年
譜
」「
堀
氏

系
譜
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
に
も
あ
た
っ
て
み
た
。

「
尾
張
名
家
誌
」
は
『
日
本
儒
林
叢
書65

）』
お
よ
び
『
近
世
儒
家
史

料66
）』

に
、「
尾
張
名
家
誌
初
編
」
の
名
称
に
て
所
収
さ
れ
て
い
る
。『
日

本
儒
林
叢
書
』
中
の
「
尾
張
名
家
誌
初
編
巻
之
上
」
に
は
「
堀
正
意
字

敬
夫
號

杏
庵
又
杏
隠
。」

67
）

に
続
く
文
章
中
に
「
元
和
壬
戌
始
仕

本

府
。」

68
）

と
あ
る
。
元﹅
和﹅
壬﹅
戌﹅
つ﹅
ま﹅
り﹅
、﹅
元﹅
和﹅
八﹅
年﹅
（﹅
一﹅
六﹅
二﹅
二﹅
）﹅
に﹅
始﹅

め﹅
て﹅
本﹅
府﹅
つ﹅
ま﹅
り﹅
、﹅
尾﹅
張﹅
藩﹅
に﹅
仕﹅
え﹅
る﹅
、
と
し
て
い
る
。

「
尾
張
名
家
誌
初
編
」
は
細
野
忠
陳
子
高
（
ど
の
よ
う
な
人
物
か
不

明
）
に
よ
り
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
撰
さ
れ
た
。
一
次
史
料
と

は
言
え
な
い
が
、「
各
家
之
傳
。
皆
據

於
家
乗
碑
記

而
撰

之
。
采

其
的
證
無

疑
物

也69
）」

と
撰
者
は
記
し
て
お
り
、
信
頼
の
お
け
る
史
料

と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
頤
貞
先
生
年
譜
」
は
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
に
発
行
さ
れ
た

『
汲
古
１70

）』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
同
書
の
「
頤
貞
先
生
年
譜
」
の
頁

全
て
の
欄
外
に
杏
庵
先
生
年
譜
と
記
さ
て
お
り
、
頤
貞71

）先
生
は
堀
杏
庵

の
こ
と
を
指
す
の
に
間
違
い
な
い
が
、「
頤
貞
先
生
」
は
他
の
文
献
に

は
表
れ
な
い
。
解
説
の
項
に
は
「
此
書
は
、
先
生
の
裔
孫
堀
戌
之
丞
君

の
所
蔵
な
り72

）」
と
あ
り
、
堀
杏
庵
の
子
孫
に
伝
え
ら
れ
た
文
書
が
翻
刻

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
史
料
価
値
は
高
い
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
尾

張
藩
出
仕
に
関
す
る
記
述
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

八
年
（
引
用
者
補
足：

元
和
八
年
）
壬
戌
三
十
八
歳

従

公
（
引
用
者
註：

浅
野
長
晟
の
こ
と
）
在

江
戸
、
公
與

一
六
二



尾
張
亞
相
（
引
用
者
註：

徳
川
義
直
の
こ
と73

））
有

瓜
葛
之
親74

）、

屡
往
来
、
一
日
亞
相
請

先
生
（
引
用
者
註：

堀
杏
庵
の
こ
と
）

於
公

不

已
、
公
不

能

辞
諾

之75
）

元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
に
浅
野
長
晟
は
徳
川
義
直
に
堀
杏
庵
を
請

わ
れ
諾
し
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
。

「
堀
氏
系
譜
」
は
家
系
図
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
家
系
図
は
二
つ
の

史
料
に
て
確
認
で
き
る
。
一
つ
は
『
三
百
藩
家
臣
人
名
事
典

第
四

巻
』
の
参
考
文
献
・
出
典
に
も
記
さ
れ
て
い
る
『
藩
士
名
寄
』
で
あ
る
。

『
藩
士
名
寄
』
は
「
尾
張
藩
の
御
記
録
所
が
作
成
し
た
藩
士
の
閲
歴

書76
）」

で
「
江
戸
時
代
後
期
の
系
譜
集77

）」
で
、
堀
家
の
家
系
図
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。
次
に
堀
杏
庵
の
出
仕
に
関
す
る
事
柄
を
抜
粋
す
る
。

家
譜

御
先
手
物
頭

堀
源
之
進

（
中
略
）

正
意

法
眼
別
号
杏
庵

與
十
郎

（
中
略
）

元
和
八
年
壬
戊
正
意
儀
従

源
敬
様
被

仰
遣
之

御
家
江
被

召
出
候78

）

源
敬
様
と
は
徳
川
義
直
の
こ
と
で
あ
る
。
元
和
八
年
に
義
直
に
仰
せ

遣
わ
さ
れ
、
尾
張
家
に
召
出
で
ら
れ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

他
の
一
つ
は
「
士
林

79
）」

で
あ
る
。
当
該
箇
所
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。士

林

巻
第
百
一

壬
之
部
一

元
和
以
後
新
参
衆

堀

姓
菅
原

（
中
略
）

正
意

名
七

与
十
郎

別
号

杏
庵

（
中
略
）

元
和
八
年
戌

敬
公
慕

其
名

、
請

長
晟

召

之80
）

敬
公
と
は
、
や
は
り
徳
川
義
直
の
こ
と
で
あ
る
。
堀
杏
庵
出
仕
に
関

し
て
は
『
藩
士
名
寄
』
と
概
略
同
様
の
記
述
で
あ
る
。

分
限
帳
に
も
あ
た
っ
て
み
た
。
慶
長
一
二
年
（
一
六
〇
七
）
成
立
と

推
定
さ
れ
る
「
清
州
分
限
帳
」
に
は
堀
杏
庵
の
名
は
な
い81

）。
寛
永
五
年

（
一
六
二
八
）
成
立
と
推
定
さ
れ
る
「
寛
永
年
中
分
限
帳
」
に
は

一
六
三

日
本
で
の
機
械
時
計
製
作
開
始
時
期
の
考
察



御
医
師

（
中
略
）

一
、
五
百
石

正
意
法
眼82

）

と
記
さ
れ
て
お
り
、
堀
杏
庵
は
慶
長
一
二
年
（
一
六
〇
七
）
か
ら
寛

永
五
年
（
一
六
二
八
）
の
間
に
出
仕
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
堀
杏
庵
は
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
に
尾
張

藩
に
出
仕
し
た
と
断
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。『
日
本
大
百
科
全
書
』

の
「
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）」
と
の
記
述
は
、
出
典
、
参
考
文
献
も

記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
明
ら
か
な
間
違
い
で
あ
る
。

深
田
円
空
は
堀
杏
庵
の
弟
子
で
あ
る
。
寛
永
八
年
の
出
仕
前
に
、
堀

杏
庵
に
従
い
尾
張
藩
と
既
に
関
係
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
は
大
き
い
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
堀
杏
庵
の
尾
張
藩
出
仕
（
元
和
八
年
）
後
の
元
和
九

年
（
一
六
二
三
）
に
、
尾
州
公
の
た
め
に
深
田
円
空
が
考
案
し
た
『
お

も
り
ど
け
い
』
が
津
田
助
左
衛
門
に
よ
り
製
作
さ
れ
た
可
能
性
は
大
き

い
。こ

の
こ
と
か
ら
、
山
口
氏
が
『
日
本
の
時
計
』
に
て
述
べ
ら
れ
た

「
尾
州
公
の
た
め
に
製
作
し
た
時
計
『
お
も
り
ど
け
い
』」
と
『
名
古

屋
市
史

人
物
編
第
二
』
に
書
か
れ
て
い
る
円
空
が
「
考
案
し
、
江
戸

市
谷
の
匠
人
助
左
衛
門
に
作
ら
し
め
、
亦
之
を
義
直
に
献
」
じ
、「
世

に

し
て
正
室
時
計
と
曰
」
わ
れ
た
自
鳴
鐘
は
符
号
す
る
と
筆
者
は
考

え
る
。

元﹅
和﹅
九﹅
年﹅
（﹅
一﹅
六﹅
二﹅
三﹅
）﹅
に﹅
『﹅
お﹅
も﹅
り﹅
ど﹅
け﹅
い﹅
』﹅
つ﹅
ま﹅
り﹅
、﹅
円﹅
空﹅
考﹅

案﹅
・﹅
助﹅
左﹅
衛﹅
門﹅
作﹅
の﹅
自﹅
鳴﹅
鐘﹅
「﹅
正﹅
室﹅
時﹅
計﹅
」﹅
が﹅
製﹅
作﹅
さ﹅
れ﹅
尾﹅
張﹅
藩﹅
公﹅
に﹅

献﹅
上﹅
さ﹅
れ﹅
た﹅
、
と
し
て
よ
い
と
思
う
。

二
）
日
本
で
の
機
械
時
計
製
作
開
始
時
期
の
考
察

日
本
で
の
機
械
時
計
の
製
作
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
。

文
献
史
料
で
は
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）、
九
州
天
草
志
岐
の
セ
ミ

ナ
リ
オ
附
属
実
業
学
校
で
の
製
作
ま
で
遡
れ
る
。
翌
慶
長
六
年
（
一
六

〇
一
）
に
は
有
馬
、
長
崎
で
も
製
作
さ
れ
た
。
こ
れ
以
降
も
キ
リ
ス
ト

教
関
係
の
施
設
に
て
の
製
作
が
中
心
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト

教
を
離
れ
て
は
、
セ
イ
コ
ー
時
計
資
料
館

（
現
セ
イ
コ
ー
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
）『
和
時
計
図
録
』
に
あ
る
記
述
が
定
説
で
あ
る
い
っ
て
よ
い
と

思
う
。
再
掲
に
な
る
が
、「
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
編
纂
の
「
尾
張

志
」
に
よ
る
と
、
名
古
屋
の
津
田
助
左
衛
門
が
家
康
の
時
計
を
修
理
し
、

そ
れ
を
手
本
に
新
た
に
作
っ
て
献
上
し
た
功
に
よ
り
慶
長
三
年
（
一
五

九
八
）、
家
康
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
と
い
う
。」
と
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
前
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
「
尾
張
志
」
に
よ
っ
た

右
の
文
章
は
俗
説
で
あ
る
と
断
定
し
て
よ
い
。「
尾
張
志
」
は
信
頼
に

足
る
史
料
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
津
田
助
左
衛
門
が
家
康
の
時

一
六
四



計
を
修
理
し
た
こ
と
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
に
家
康
に
召
し
抱
え

ら
れ
た
こ
と
、
は
全
面
否
定
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
津
田
助
左
衛
門
の
時
計
製
作
の
最
初
の
記
録
は

『
お
も
り
ど
け
い
』
で
あ
る
。
再
掲
に
な
る
が
、
山
口
氏
は
「
一
六
二

三
年
（
元
和
九
）
に
津
田
助
左
衛
門
政
之
が
尾
州
公
（
初
代
義
直
）
の

た
め
に
ママ

お
も
り
ど
け
い
を
製
作
し
た
と
き
、
尾
州
公
に
差
出
し
た
受

取
証
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
に
尾
州
公
か
ら
返
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

確
実
な
記
録
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
一
六
二
三
年
の
時

計
製
作
以
前
に
お
い
て
、
初
代
助
左
衛
門
政
之
が
時
計
を
製
作
し
た
と

い
う
確
実
な
記
録
は
津
田
家
に
は
残
っ
て
い
な
い
。」
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
前
項
で
考
察
の
通
り
、
筆
者
は
『
お
も
り
ど
け
い
』
と

「
正
室
時
計
」
は
同
一
の
も
の
だ
と
考
え
る
。

故
に
、
津
田
助
左
衛
門
は
実
在
の
人
物
で
あ
る
が
、
時
計
の
製
作
時

期
お
よ
び
関
連
す
る
事
項
・
背
景
は
次
の
よ
う
に
書
き
変
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

京
都
の
儒
学
者
堀
杏
庵
は
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
に
招
か
れ
て
尾

張
藩
に
出
仕
す
る
。
後
に
、
や
は
り
尾
張
藩
に
出
仕
す
る
堀
杏
庵
の
弟

子
で
あ
る
深
田
円
空
（
正
室
）
は
江
戸
の
匠
人
津
田
助
左
衛
門
に
自
身

設
計
の
自
鳴
鐘
「
正
室
時
計
」
ま
た
の
名
を
『
お
も
り
ど
け
い
』
を
作

ら
せ
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
に
、
尾
張
藩
主
徳
川
義
直
に
献
上
し

た83
）。文

献
史
料
的
に
は
こ
の
時
が
キ
リ
ス
ト
教
を
離
れ
て
の
、
日
本
で
の

機
械
時
計
製
作
の
嚆
矢
で
あ
る
。

二
）
和
時
計
製
作
開
始
時
期
の
考
察

日
本
で
の
機
械
時
計
の
製
作
時
期
は
特
定
で
き
た
が
、
和
時
計
の
製

作
開
始
時
期
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
に
製
作

さ
れ
た
『
お
も
り
ど
け
い
』
の
構
造
は
不
明
で
あ
る
が
、「
お
も
り
」

と
あ
る
の
で
、
動
力
は
お
そ
ら
く
ゼ
ン
マ
イ
で
な
く
重
錘
式
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
計
は
和
時
計
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま

ず
は
現
存
最
古
の
和
時
計
か
ら
論
じ
て
い
く
。

「
日
本
製
時
計
で
現
存
し
て
い
る
時
計
は
、
寛
文
一
三
年
（
一
六
七

三
）
時
計
屋
佐
兵
衛
作
の
も
の84

）」
で
あ
る
。「
こ
の
寛
文
時
代
の
和
時

計
に
は
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ85

）」
る
が
、
そ
の
内
の
一
つ
が
、「
刻
打

装
置
の
雪
輪
は
一
日
一
昼
夜
に
一
回
転
し
か
せ
ず
、
落
込
溝
は
十
二
カ

所
あ
る86

）」
こ
と
で
あ
る
。

「
刻
打
装
置
」
と
は
時
刻
の
鐘
を
な
ら
す
た
め
の
機
構
で
あ
り
、

「
雪
輪
」
は
歯
車
の
一
種
で
打
ち
数
（
時
を
告
げ
る
鐘
の
数
）
を
支
配

す
る
。
雪
の
結
晶
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
つ
い
た87

）。「
落
込

溝
」
は
「
雪
輪
」
歯
車
の
凹
部
で
あ
る
。
時
刻
の
鐘
を
打
つ
回
数
は
凸

一
六
五

日
本
で
の
機
械
時
計
製
作
開
始
時
期
の
考
察



部
の
長
短
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
凸
部
が
一
番
長
い
箇
所
は
９
回
（
九

ツ
）、
一
番
短
い
部
分
は
４
回
（
四
ツ
）
鳴
ら
す
。

落
込
溝
が
一
二
か
所
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
凸
部
が
一
二
か
所

あ
る
こ
と
を
意
味
す
る88

）。「
一
日
一
昼
夜
に
一
回
転
」
な
の
で
、
つ
ま

り
、
一
日
二
四
時
間
で
一
二
回
時
報
を
鳴
ら
す
訳
で
あ
る
。

西
洋
時
計
は
一
日
24
時
間
、
毎
正
時
ご
と
な
の
で
24
回
時
報
を
な
ら

す
が
、
和
時
計
は
12
回
（
夜
中
の
九
ツ
か
ら
四
ツ
ま
で
の
６
回
、
正
午

の
九
ツ
か
ら
四
ツ
ま
で
の
６
回
、
計
12
回
）
で
あ
る
。「
落
込
溝
は
十

二
カ
所
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
時
報
の
機
械
構
造
に
関
し
て
、
西
洋

式
か
ら
脱
却
し
和
式
に
な
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「『
雪

輪
』（L

o
ck
in
g P

la
te

）
を
そ
な
え
た
時
計
が
製
作
さ
れ
た
。
こ
ゝ
に

日
本
獨
特
の
時
計
機
構
へ
發
展
す
る
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
で
あ

る89
）。」

こ
の
和
式
の
「
雪
輪
」
を
備
え
た
時
計
こ
そ
、
和
時
計
の
最
初

と
し
て
よ
い
と
思
う
。

そ
の
時
期
は
、
現
存
最
古
の
和
時
計
が
寛
文
一
三
年
（
一
六
七
三
）

で
あ
る
の
で
、
こ
れ
以
前
で
あ
る
。

第
一
章
で
述
べ
た
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
附
属
実
業
学
校
で
製
作
さ
れ
た
時
計

は
、
西
洋
時
計
の
機
構
は
そ
の
ま
ま
で
、
和
時
計
で
は
な
か
っ
た
の
は

確
実
で
あ
る
。
そ
の
後
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
り
製
作
さ
れ
た
時
計
は

お
祈
り
の
時
間
を
知
ら
せ
る
、
つ
ま
り
、
西
洋
の
時
を
刻
む
時
計
で
あ

っ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
を
離
れ
て
記
録
に
残
る
機
械
時
計
製
作
の
始
ま
り
は
、

前
項
で
述
べ
た
が
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
に
尾
張
藩
公
に
献
上
さ

れ
た
『
お
も
り
ど
け
い
』＝

「
正
室
時
計
」
で
あ
る
、
と
し
た
。
当
時
、

西
洋
式
の
時
報
を
な
ら
す
時
計
は
、
不
定
時
法
の
時
を
刻
む
日
本
で
は

実
用
に
供
し
な
か
っ
た
。
御
三
家
筆
頭
、
家
康
の
九
男
義
直
公
に
納
め

る
か
ら
に
は
中
途
半
端
な
も
の
は
作
れ
な
い
、
実
用
に
供
し
な
い
西
洋

時
計
を
献
上
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
前
章
に
て
「
節セツ
時ト
計ケイ
も

正
室
工
夫
し
て
、
江
戸
市
谷
左
内
坂
に
住スミ
し
助
左
衛
門
と
い
ふ
も
の
作

ら
せ
初
し
と
ぞ
。」
と
の
文
章
を
引
用
し
た
が
、
こ
の
「
節セツ
時ト
計ケイ
」
は

季
節
毎
に
変
化
す
る
不
定
時
法
の
時
を
知
ら
し
め
る
時
計
と
解
釈
し
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
機
構
は
不
明
だ
が
、
二
四
節
季
ご
と
に
何
等
か
の
方

法90
）で

切
り
換
え
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
間
違
い
な
く
九
ツ
か
ら
四
ツ
の
順
番
で
鳴
る

時
打
ち
機
構
と
日
本
式
の
文
字
盤
を
備
え
た
日
本
独
特
の
不
定
時
法
に

対
応
し
た
時
計
で
あ
っ
た
と
思
う
。
筆
者
は
こ
の
『
お
も
り
ど
け

い
』＝

「
正
室
時
計
」
が
製
作
さ
れ
た
元
和
九
年
が
和
時
計
製
作
の
始

ま
り
時
期
で
も
あ
っ
た
、
と
考
え
る
。

お
わ
り
に
か
え
て

和
時
計
は
こ
の
後
も
発
展
を
遂
げ
て
い
っ
た
。

「
日
本
で
は
、
冠
形
脱
進
機
・
棒
テ
ン
プ
と
い
う
二
世
紀
前
の
時
計

一
六
六



機
構
が
そ
の
ま
ま
和
時
計
の
中
に
保
存
さ
れ
て
明
治
初
年
ご
ろ
ま
で
存

続
し
て
い
た91

）。」
と
い
う
文
章
に
代
表
さ
れ
る
が
、
あ
た
か
も
、
い
わ

ゆ
る
鎖
国
以
前
の
江
戸
時
代
初
期
ご
ろ
ま
で
の
時
計
の
伝
来
以
来
、
技

術
の
発
達
は
止
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
先
行
文
献
も
多
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
和
時
計
の
内
部
構
造
を
詳
し
く
見
る
と
違
っ
た
様
相

が
見
え
て
く
る
。

ゼ
ン
マ
イ
式
の
置
時
計
で
あ
る
枕
時
計
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
も
の

は
冠
型
脱
進
機
＋
棒
天
符
で
あ
る
が
、
現
存
し
て
い
る
枕
時
計
の
多
く

は
ヒ
ゲ
ゼ
ン
マ
イ92

）＋
円
天
符93

）が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
持
ち
運
び
の
で

き
る
印
籠
時
計
（
西
洋
の
懐
中
時
計
か
ら
発
展
）
も
同
様
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
機
構
は
日
本
独
自
の
尺
時
計94

）に
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
鎖
国
の
完
成
は
寛
永
一
六
年
（
一
六
三
九
）
で
あ
る
。
一

六
七
五
年
に
発
明
さ
れ
た
ヒ
ゲ
ゼ
ン
マ
イ
＋
円
天
符
機
構
が
多
く
の
和

時
計
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
鎖
国
以
降
も
長
崎
を
窓

口
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
経
由
に
て
西
洋
の
最
新
の
技
術
を
導
入
し
、
和

時
計
が
発
展
を
遂
げ
て
い
っ
た
こ
と
の
証
し
で
あ
る
。
一
六
五
七
年
に

発
明
さ
れ
た
振
り
子
時
計
も
和
時
計
は
無
視
し
て
い
た
訳
で
な
い
。
数

は
少
な
い
も
の
の
、
振
り
子
の
機
構
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
尺
時
計
が

現
存
し
て
い
る95

）。
伊
能
忠
敬
の
測
量
で
有
名
な
垂
揺
球
儀
も
振
り
子
時

計
の
一
種
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
鎖
国
以
降
の
こ
と
で
あ
る96

）。

和
時
計
は
、
最
新
の
西
洋
の
技
術
動
向
も
取
り
入
れ
発
展
を
遂
げ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

独
自
の
発
展
を
遂
げ
て
い
っ
た
和
時
計
だ
が
、
明
治
に
入
る
と
終
焉

の
時
を
迎
え
る
。「
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
実
施
さ
れ
た
改
暦

（
太
陰
暦
廃
止
、
太
陽
暦
の
採
用
）
に
よ
っ
て
、
不
定
時
法
を
示
す
和

時
計
は
無
用
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
和
時
計
の
製
作
は
激
減
し
た
。
代
々

時
計
師
と
し
て
続
い
た
津
田
家
も
、
十
代
目
政
和
の
と
き
維
新
に
よ
っ

て
家
禄
廃
止
と
な
り
、
和
時
計
の
製
作
も
中
止
さ
れ
た
。
そ
の
後
細
々

と
作
ら
れ
続
け
た
が
、
明
治
二
〇
年
代
に
恵
那
茄
子
川
村
の
勝
利
助
が

製
作
し
た
掛
時
計
を
最
後
に
、
完
全
に
終
わ
り
を
迎
え
た97

）。」

註１
）

L
ew
is M

u
m
fo
rd

。
一
八
九
五
〜
一
九
九
〇
。
ア
メ
リ
カ
の
文
明

批
評
家
。
技
術
論
を
軸
に
幅
広
い
文
明
批
評
を
展
開
し
た
。（
松
村
明

編
『
大
辞
林
』
三
省
堂
、
二
三
〇
六
頁
「
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
」
の
項
よ
り
、

一
九
八
八
）

２
）

ル
イ
ス
・
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
（
生
田
勉
訳
）『
技
術
と
文
明
』
美
術
出

版
社
、
二
七
頁
よ
り
、
一
九
七
二
。

３
）

一
九
二
七
〜
。
北
里
大
学
名
誉
教
授
。
東
京
生
ま
れ
。
専
攻
は
科
学

史
、
医
学
史
。
早
稲
田
大
学
文
学
部
史
学
科
卒
。
一
九
六
六
年
、
北
里

大
学
教
授
。
一
九
八
〇
年
、『
歴
史
紀
行

死
の
風
景
』
で
サ
ン
ト
リ

ー
学
芸
賞
受
賞
。（
立
川
昭
二
『
蘇
え
る
か
ら
く
り
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、

一
九
九
四
）
著
者
紹
介
な
ど
よ
り
）

４
）
『
蘇
え
る
か
ら
く
り
』
一
六
三
〜
一
六
四
頁
。

５
）

時
刻
の
刻
み
方
は
定
時
法
と
不
定
時
法
が
あ
る
。
定
時
法
と
は
今

一
六
七

日
本
で
の
機
械
時
計
製
作
開
始
時
期
の
考
察



我
々
が
使
っ
て
い
る
時
間
の
計
り
方
で
、
一
日
を
昼
夜
季
節
に
関
係
な

く
24
等
分
す
る
方
法
で
あ
る
。
一
方
、
不
定
時
法
は
、
一
日
を
昼
と
夜

に
分
け
、
夜
明
け
と
日
暮
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
境
と
し
て
昼
夜
を
別
個
に

等
分
す
る
方
法
で
あ
る
。
現
代
で
は
全
世
界
ど
こ
で
も
定
時
法
で
あ
り
、

１
時
間
は
60
分
の
長
さ
で
あ
り
一
定
で
あ
る
が
、
不
定
時
法
は
夜
明
け

と
日
没
の
変
化
に
応
じ
て
基
本
と
す
る
時
間
の
単
位
（
江
戸
時
代
の
場

合
は
刻
（
と
き
））
の
長
さ
が
変
わ
る
方
式
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の

日
本
の
不
定
時
法
は
、
昼
夜
を
そ
れ
ぞ
れ
六
等
分
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、

一
刻
が
約
２
時
間
で
あ
っ
た
。
夜
明
け
を
明
六
ツ
、
そ
し
て
、
五
ツ
、

四
ツ
、
九
ツ
（
昼
の
12
時
）、
八
ツ
、
七
ツ
、
そ
し
て
、
暮
六
ツ
と
な

り
、
つ
い
で
夜
の
五
ツ
、
四
ツ
、
九
ツ
（
夜
の
12
時
）、
八
ツ
、
七
ツ

と
な
り
、
夜
が
明
け
て
ま
た
明
六
ツ
と
な
る
。
昼
夜
の
長
さ
は
日
毎
に

変
わ
る
が
、
日
本
の
不
定
時
法
は
毎
日
こ
れ
に
対
応
し
て
い
た
訳
で
は

な
い
。
二
十
四
節
季
が
変
化
点
と
な
る
。
つ
ま
り
、
年
に
24
回
（
月
に

２
回
）、
昼
と
夜
の
長
さ
、
そ
し
て
一
刻
の
長
さ
が
変
化
し
た
。

６
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
不
定
時
法
が
使
わ
れ
て
い
た
が
、
機
械
時
計
の
発

明
と
と
も
に
十
四
世
紀
の
中
頃
よ
り
不
定
時
法
か
ら
定
時
法
へ
移
行
し

た
。
日
本
で
の
定
時
法
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
太
政
官
布
告
か

ら
で
あ
る
。
西
洋
は
機
械
時
計
に
人
々
の
暮
ら
し
を
合
わ
せ
っ
て
い
っ

た
の
だ
が
、
江
戸
時
代
の
日
本
は
他
の
国
々
と
は
異
な
り
、
生
活
習
慣

を
変
え
る
こ
と
な
く
、
機
械
時
計
の
方
を
合
わ
し
こ
む
工
夫
し
た
。
そ

の
結
果
、
江
戸
時
代
に
は
、
櫓
時
計
、
台
時
計
、
掛
時
計
、
尺
時
計
、

枕
時
計
、
印
籠
時
計
と
い
っ
た
様
々
な
不
定
時
法
機
械
時
計
が
作
ら
れ

た
。

７
）

一
五
〇
六
〜
一
五
五
二
。
イ
エ
ズ
ス
会
創
立
期
の
司
祭
で
、
東
洋
に

派
遣
さ
れ
、
日
本
に
初
め
て
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
を
伝
え
た
。

８
）
「
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
の
夏
、
信
長
は
豫
告
な
し
に
、
ゼ
ズ
ス

會
士
及
び
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
の
生
徒
達
を
訪
問
し
た
。
彼
に
特
別
の
輿
味
を

起
さ
せ
た
も
の
は
、
一
つ
の
時
計
と
彼
が
自
分
の
面
前
で
演
奏
さ
せ
た

ス
ピ
ネ
ッ
タ
（
註

昔
の
小
さ
な
ビ
ア
ノ
）」（
シ
リ
ン
グ
（
岡
本
良
知

訳
）『
日
本
教
育
史
基
本
文
献
・
史
料
叢
書
一
五

日
本
に
於
け
る
耶

蘇
会
の
学
校
制
度
』
大
空
社
、
二
四
四
頁
、
一
九
九
二
）
で
あ
っ
た
。

９
）

塚
田
泰
三
郎
『
和
時
計
』
東
峰
書
院
、
二
七
頁
、
一
九
六
〇
。

10
）
「
日
本
司
教
補
佐
」、「
日
本
語
に
熟
達
し
、
秀
吉
及
び
家
康
の
寵
遇

を
う
け
、
そ
の
通
譯
官
兼
時
計
師
を
つ
と
め
て
ゐ
た
。」（
山
口
隆
二

『
日
本
の
時
計
』
日
本
評
論
社
、
一
四
頁
、
一
九
四
二
）

11
）
『
日
本
の
時
計
』
一
三
頁
。

12
）

機
械
時
計
は
僧
院
で
発
明
・
発
達
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
七
世
紀
、

サ
ビ
ニ
ア
ヌ
ス
法
皇
は
教
書
に
て
、
僧
院
の
鐘
は
二
十
四
時
間
以
内
に

祈
禱
の
為
七
度
鳴
ら
す
べ
き
、
と
布
告
し
た
。
こ
の
た
め
中
世
、
僧
院

で
は
祈
禱
の
時
間
を
測
り
そ
れ
を
規
則
正
し
く
反
復
厳
守
す
る
手
段
が

必
要
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
の
が
機
械
時
計

で
あ
る
。

13
）
『
日
本
の
時
計
』
三
六
〇
頁
。

14
）

シ
リ
ン
グ
（
岡
本
良
知
訳
）『
日
本
教
育
史
基
本
文
献
・
史
料
叢
書

一
五

日
本
に
於
け
る
耶
蘇
会
の
学
校
制
度
』
大
空
社
、
一
九
九
二
。

同
著
は
復
刻
本
で
あ
る
。
原
本
は
一
九
四
三
年
に
発
行
さ
れ
た
。
ま
た
、

同
著
は
シ
リ
ン
グ
の
二
つ
の
著
述
物
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は

シ
リ
ン
グ
が
一
九
三
一
年
に
著
し
た
本
の
訳
で
あ
る
「
日
本
に
於
け
る

耶
蘇
会
の
学
校
制
度
」
で
、
他
の
一
つ
は
シ
リ
ン
グ
が
『
カ
ト
リ
ッ
ク

大
辞
典
Ⅰ
』（
一
九
四
〇
年
）
な
ど
に
執
筆
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
学
校
に

関
す
る
諸
論
稿
を
邦
訳
・
整
理
し
た
「
一
六
・
一
七
世
紀
に
於
け
る
ゼ

ズ
ス
会
の
教
育
事
業
」
で
あ
る
。（『
日
本
教
育
史
基
本
文
献
・
史
料
叢

書
一
五

日
本
に
於
け
る
耶
蘇
会
の
学
校
制
度
』
解
説
六
〜
七
頁
よ

一
六
八



り
）
本
文
で
の
引
用
は
後
者
か
ら
で
あ
る
。

15
）

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
でsem

in
a
rio

。
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
道
す
る
た
め
に

イ
エ
ズ
ス
会
が
日
本
に
設
置
し
た
教
育
機
関
。
一
五
八
〇
年
ご
ろ
、
安

土
に
、
次
い
で
有
馬
（
現
長
崎
県
島
原
市
）
に
建
設
さ
れ
た
。
安
土
桃

山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
い
た
る
三
十
数
年
間
存
在
し
て
い
た
。

（『
和
時
計
を
つ
く
る

第
四
五
号
』
デ
ィ
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ニ
、
一

〜
三
頁
よ
り
、
二
〇
一
二
）

16
）
『
日
本
教
育
史
基
本
文
献
・
史
料
叢
書
一
五

日
本
に
於
け
る
耶
蘇

会
の
学
校
制
度
』
二
五
一
頁
。

17
）

例
を
あ
げ
る
。「
も
っ
と
も
天
主
教
の
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
で
は
宗
教
教
育

と
共
に
必
ず
実
技
の
実
習
を
課
し
た
も
の
で
、
そ
の
教
科
は
絵
画
・
印

刷
・
オ
ル
ガ
ン
製
作
・
天
文
機
械
製
作
な
ど
と
と
も
に
時
計
製
作
も
あ

っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。」（『
和
時
計
』
三
六
頁
）

18
）
『
時
計
史
年
表
』（
時
計
史
年
表
編
纂
室
編
、
株
式
会
社
河
合
企
画
室
、

一
九
七
三
）
ⅵ
頁
。

19
）

最
近
の
文
献
の
記
述
例
を
以
下
に
記
す
。

「
一
六
〇
〇
年
前
後
に
、
津
田
助
左
衛
門
が
作
っ
た
の
が
最
初
で
は
な

い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
」（
有
澤
隆
『
時
計
の
歴
史
』
河
出
書
房
新
社
、

九
三
頁
、
二
〇
〇
六
）

「
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
に
津
田
助
左
衛
門
が
製
作
し
」（『
週
刊
江

戸

通
巻
三
一
号
』
デ
ィ
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ニ
、
三
一
頁
、
二
〇
一
〇
）

20
）
『
日
本
の
時
計
』
一
七
頁
。

21
）

小
田
幸
子
編
『
セ
イ
コ
ー
時
計
資
料
館
蔵

和
時
計
図
録
』
服
部
セ

イ
コ
ー

セ
イ
コ
ー
時
計
資
料
館
、
四
頁
、
一
九
九
四
。

22
）

上
田
正
昭
他
監
修
『
日
本
人
名
大
辞
典
』
講
談
社
、
一
二
三
六
頁
、

二
〇
〇
一
。
下
中
邦
彦
編
『
日
本
人
名
大
事
典
（
新
選
大
人
名
辭
典
）

第
五
巻
』（
平
凡
社
、
二
九
五
頁
、
一
九
三
八
）「
津
田
助
左
衛
門
」
の

項
に
も
同
様
に
家
康
に
献
じ
た
と
の
記
述
が
あ
る
。

23
）

一
八
九
二
〜
一
九
五
〇
。
当
時
、
時
計
収
集
の
第
一
人
者
。
そ
の
収

集
品
の
一
部
は
現
在
、
国
立
科
学
博
物
館
に
高
林
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し

て
展
示
さ
れ
て
い
る
。

24
）

一
九
〇
三
〜
一
九
九
三
。
元
一
橋
大
学
教
授
・
図
書
館
長
、
世
界
時

計
産
業
史
の
研
究
者
。

25
）

一
八
九
七
〜
一
九
八
五
。
元
栃
木
県
立
美
術
館
長
、
民
芸
研
究
家
。

26
）
『
時
計
の
話
』
五
三
〜
五
四
頁
。

27
）
『
日
本
の
時
計
』
一
七
〜
一
八
頁
。

28
）

同
、
三
六
一
〜
三
六
二
頁
。

29
）
『
和
時
計
』
三
六
頁
。

30
）

こ
こ
で
は
、「

」
で
も
「
盤
」
で
も
な
く
「

」
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
原
典
の
平
凡
社
『
人
名
事
典
』
自
体
が
間
違
っ
て
記
述
さ
れ
て

い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。（
下
中
邦
彦
編
『
日
本
人
名
大
事
典
（
新
選
大

人
名
辭
典
）
第
四
巻
』
平
凡
社
、
一
九
三
七
第
一
版
お
よ
び
一
九
七
九

覆
刻
第
一
版
、「
津
田
助
左
衛
門
」
の
項
（
二
九
五
頁
）
に
て
確
認
し

た
）

31
）
『
日
本
人
名
大
事
典
（
新
選
大
人
名
辭
典
）
第
四
巻
』
に
は
「
卒
し
」

と
あ
る
。『
和
時
計
』
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
。

32
）
『
和
時
計
』
三
七
〜
三
八
頁
。

33
）

同
、
三
八
頁
。

34
）

日
本
初
の
機
械
時
計
製
作
に
関
す
る
事
柄
で
は
な
い
が
、
上
口
愚
朗

氏
は
『
時
計
事
典
』
中
の
「
津
田
助
左
衛
門
に
つ
い
て
の
誤
伝
」（
精

密
工
業
新
聞
社
編
『
時
計
事
典
』
精
密
工
業
新
聞
社
神
奈
川
支
局
、
三

〇
〇
〜
三
〇
一
頁
、
一
九
六
〇
）
の
項
に
て
塚
田
氏
の
著
述
を
批
判
さ

れ
て
い
る
。

35
）
『
国
際
時
計
通
信

第
３
巻

第
３
号
』
所
収
（
国
際
時
計
通
信
社
、

一
六
九

日
本
で
の
機
械
時
計
製
作
開
始
時
期
の
考
察



八
三
〜
八
四
頁
、
一
九
六
二
）。「
津
田
助
左
衛
門
｜
日
本
時
計
史
ノ
ー

ト
よ
り
｜
（
Ⅰ
）
〜（
Ⅳ
）」
は
『
国
際
時
計
通
信
』
の
四
つ
の
号
に
渡

り
所
収
さ
れ
て
い
る
。

36
）

山
口
隆
二
「
津
田
助
左
衛
門
｜
日
本
時
計
史
ノ
ー
ト
よ
り
｜
（
Ⅰ
）」

（『
国
際
時
計
通
信

第
３
巻

第
３
号
』
所
収
、
国
際
時
計
通
信
社
、

八
四
頁
、
一
九
六
二
）

37
）
「
尾
張
志
」
の
紹
介
文
全
文
を
以
下
に
記
す
。

「
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
年
）
に
藩
命
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
尾
張

国
の
地
誌
。
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
年
）
に
完
成
し
た
尾
張
藩
最
初
の

藩
撰
地
誌
『
張
州
府
志
』
を
も
と
に
、
再
調
査
を
行
っ
て
改
撰
、
和
文

で
著
さ
れ
た
。
名
古
屋
城
下
、
熱
田
、
各
郡
別
に
、
境
域
沿
革
、
郷
村
、

人
物
、
物
産
、
神
社
、
寺
院
、
名
所
、
旧
跡
な
ど
を
挙
げ
る
。
藩
校
明

倫
堂
の
督
学
を
つ
と
め
、
当
時
書
物
奉
行
で
あ
っ
た
深
田
正
韶
が
監
修

し
、
尾
張
藩
士
岡
田
啓
、
中
尾
義
稲
ら
が
執
筆
、
付
図
を
小
田
切
春
江

が
担
当
し
た
。
原
本
は
蓬
左
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
序
巻
を
含
め

て
全
61
巻
、
付
図
が
14
枚
あ
る
。
当
館
（
引
用
者
註：

愛
知
県
立
図
書

館
）
に
は
、
本
資
料
と
の
関
連
は
不
明
で
あ
る
が
、
尾
張
志
付
図
と
見

ら
れ
る
絵
図
を
所
蔵
し
て
お
り
、
デ
ジ
タ
ル
画
像
を
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

上
の
サ
イ
ト
「
絵
図
の
世
界
」
に
て
公
開
し
て
い
る
。」（
愛
知
県
立
図

書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り(h

ttp
: //w

w
w
.a
ich
i-p
ref-lib

ra
ry
.jp
/

w
a
h
o
n
/d
eta

il /32.h
tm
l

））

38
）

享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
刊
行
の
説
も
あ
り
。
日
本
書
紀
に
記
さ

れ
た
天
智
天
皇
の
漏
刻
の
図
が
載
っ
て
い
る
。

39
）
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
日
本
古
典
作
者
事
典

川
野
正
博
著
」
よ
り
。

（h
ttp

: /
/
w
w
w
.g
e
o
c
itie

s.jp
/
m
a
n
y
o
u
b
ito

m
/
S
1
m
o
k
u
ji.

h
tm

）

40
）

江
戸
時
代
前
期
の
暦
学
者
・
天
文
学
者
、
碁
方
。
初
代
幕
府
天
文
方
。

朝
尾
直
弘
他
編
『
日
本
史
辞
典
』（
角
川
書
店
、
四
八
七
頁
、
一
九
九

七
）「
渋
川
春
海
」
の
項
よ
り
）

41
）
「
在
来
の
渾
天
儀
を
簡
略
し
た
渾
天
儀
を
製
し
日
夜
観
測
、
み
ず
か

ら
新
暦
を
作
成
し
た
。」（
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典

第
七
巻
』（
吉
川
弘
文
館
、
六
三
頁
、
一
九
八
六
）「
渋
川
春
海
」
の

項
）

42
）

江
戸
時
代
の
図
入
り
百
科
事
典
。
一
〇
五
巻
八
一
冊
。
編
者
は
大
坂

の
医
師
寺
島
良
安
。

43
）

生
没
年
不
詳
。
江
戸
前
期
の
医
者
。
和
漢
の
学
に
通
じ
た
。
羽
後
能

代
の
問
屋
尾
張
屋
に
生
ま
れ
、
大
坂
に
出
て
伊
藤
良
玄
に
本
草
・
医
学

を
学
ん
だ
。

『
日
本
史
辞
典
』（
七
二
二
頁
）、
市
古
貞
次
他
編
『
国

書
人
名
事
典

第
三
巻
』（
岩
波
書
店
、
三
三
八
頁
、
一
九
九
六
）「
寺

島
良
安
」
の
項
よ
り
）

44
）

下
中
邦
彦
編
『
日
本
人
名
大
事
典
（
新
選
大
人
名
辭
典
）
第
五
巻
』

（
平
凡
社
、
三
〇
四
頁
、
一
九
三
八
）
に
は
「
ま
さ
あ
き
」
と
あ
る
が
、

他
の
文
献
か
ら
し
て
こ
れ
は
間
違
い
で
あ
ろ
う
。
他
の
全
て
の
事
典
は

「
ま
さ
つ
ぐ
」
と
あ
る
。

45
）

市
古
貞
次
他
編
『
国
書
人
名
事
典

第
四
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
五

六
頁
、
一
九
九
六
）、『
日
本
人
名
大
辞
典
』

一
五
九
四
頁
）、
家
臣
人

名
事
典
編
纂
委
員
会
編
『
三
百
藩
家
臣
人
名
事
典

第
四
巻
』（
新
人

物
往
来
社
、
二
八
八
頁
、
一
九
八
八
）、『
日
本
人
名
大
事
典
（
新
選
大

人
名
辭
典
）
第
五
巻
』（
三
〇
四
頁
）
の
「
深
田
香
実
」
の
項
よ
り
。

46
）

石
川
光
吉
は
石
川
貞
清
の
こ
と
。
生
年
不
詳
〜
寛
永
二
年
（
一
六
二

五
）。
安
土
桃
山
時
代
の
大
名
。
豊
臣
秀
吉
の
使
番
と
な
り
、
天
正
一

八
年
（
一
五
九
〇
）
小
田
原
の
役
後
一
万
二
千
石
を
拝
領
し
、
尾
張
国

犬
山
城
主
と
な
る
。
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
年
一
二
万
石
に
加
増
さ

れ
る
。
同
五
年
関
ケ
原
の
戦
に
は
西
軍
に
応
じ
る
。
戦
後
改
易
さ
れ
、

一
七
〇



剃
髪
し
て
宗
林
と
号
し
、
京
都
で
金
融
業
を
営
ん
だ
。（
小
泉
欽
司
編

『
朝
日
歴
史
人
物
事
典
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
二
二
頁
、
一
九
九
四
）

「
石
川
貞
清
」
の
項
よ
り
）

47
）
「
堀
杏
庵
（
一
五
八
五
〜
一
六
四
二
）
江
戸
初
期
の
儒
医
。
近
江
の

人
。
儒
学
を
藤
原
惺
窩
（
せ
い
か
）、
医
を
曲
直
瀬

ま
な
せ
）正
純
に

学
ぶ
。
安
芸
藩
、
次
い
で
尾
張
藩
に
仕
え
法
眼
に
進
む
。
晩
年
、
幕
命

に
よ
り
江
戸
に
出
て
大
名
諸
家
の
系
図
を
編
纂
（
へ
ん
さ
ん
）。」（『
大

辞
林
』
二
二
四
四
頁
「
堀
杏
庵
」
の
項
）

48
）

月
日
の
行
度
、
盈
縮
等
を
機
關
を
以
て
運
轉
す
る
天
球
儀
の
よ
う
な

物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。（
名
古
屋
市
役
所
編
『
名
古
屋
市
史

人

物
編
第
二
』
川
瀬
書
店
、
一
九
六
頁
よ
り
、
一
九
三
四
）

49
）

下
中
邦
彦
編
『
日
本
大
人
名
事
典
（
新
選
大
人
名
辭
典
）
第
五
巻
』

（
平
凡
社
、
三
〇
三
頁
、
一
九
三
七
）、『
日
本
人
名
大
辞
典
』（
一
五

九
四
頁
）、『
三
百
藩
家
臣
人
名
事
典

第
四
巻
』（
二
八
八
頁
）「
深
田

圓
空
」、「
深
田
円
空
」
の
項
よ
り
。

50
）
『
国
書
人
名
事
典

第
四
巻
』
一
五
七
頁
「
深
田
明
峰
」
の
項
よ
り
。

51
）

同
、
一
五
七
頁
「
深
田
慎
斉
」
の
項
よ
り
。

52
）

元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
〜
享
和
二
年
（
一
八
〇
三
）。
名
、
正
益
。

字
、
子
謙
。
通
称
、
彦
九
朗
。
号
、
九
皐
。
漢
学
者
、
藩
士
。
深
田
慎

斎
の
次
男
。
兄
厚
斎
の
嗣
。
子
、
香
実
。
尾
張
名
古
屋
藩
儒
。（『
国
書

人
名
事
典

第
四
巻
』
一
五
六
頁
『
深
田
九
皐
』
の
項
よ
り
）

53
）

太
田
亮
『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
角
川
書
店
、
五
一
三
八
頁
、
一
九
六

三
。

54
）
『
三
百
藩
家
臣
人
名
事
典

第
四
巻
』
二
八
八
頁
「
深
田
香
実
」
の

項
。

55
）

同
「
深
田
円
空
」
の
よ
り
。

56
）
『
名
古
屋
市
史

人
物
編
第
二
』
一
九
六
頁
。

57
）

徳
川
義
直
は
「
慶
長
八
（
一
六
〇
三
）
年
甲
斐
国
二
四
万
石
を
与
え

ら
れ
、
一
二
年
尾
張
清
洲
に
移
さ
れ
、
一
五
年
名
古
屋
を
居
城
と
し

た
。」（『
朝
日
歴
史
人
物
事
典
』
一
一
四
五
頁
、「
徳
川
義
直
」
の
項
）

58
）

深
田
正
韶
が
編
集
し
た
天
保
会
の
記
録
。
天
保
会
と
は
、
深
田
正
韶

が
主
宰
し
、
会
員
が
持
ち
寄
っ
た
話
題
の
記
録
を
目
的
と
す
る
会
。

（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
編
『
名
古
屋
叢
書
三
編

第
十
三
巻

天
保
會

記
鈔
本
』
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、
五
頁
よ
り
、
一
九
八
七
）

59
）
『
名
古
屋
叢
書
三
編

第
十
三
巻

天
保
會
記
鈔
本
』
六
七
〜
六
八

頁
。

60
）

相
賀
徹
夫
編
『
日
本
大
百
科
全
書

21
』（
小
学
館
、
一
九
八
八
）

六
六
二
頁
「
堀
杏
庵
」
の
項
。

61
）
『
国
書
人
名
事
典
』
三
二
九
頁
「
堀
杏
庵
」
の
項
。

62
）
『『
三
百
藩
家
臣
人
名
事
典

第
四
巻
』
二
九
二
頁
「
堀
杏
庵
」
の
項
。

こ
の
他
に
『
日
本
人
名
大
事
典

第
五
巻
』（
一
九
三
八
）
五
二
四
頁
、

『
国
史
大
辞
典

第
十
二
巻
』（
一
九
九
一
）
七
八
〇
頁
に
も
「
堀
杏

庵
」
の
項
は
あ
る
が
、
尾
張
藩
出
仕
の
年
代
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

63
）
『
名
古
屋
市
史

人
物
編
第
二
』
一
九
二
頁
。

64
）

川
島
丈
内
『
名
古
屋
文
學
史
』
川
瀬
書
房
、
二
〇
頁
、
一
九
三
二
。

65
）

關
儀
一
郎
纂
『
日
本
儒
林
叢
書

第
三
冊

史
伝
書
簡
部
』、
東
洋

圖
書
刊
行
會
、
一
九
二
八
。「
尾
張
名
家
誌
初
編
」
は
安
政
四
年
（
一

八
五
七
）
の
刻
本
に
依
っ
て
い
る
。

66
）

關
儀
一
郎
編
『
近
世
儒
家
史
料
』、
飯
塚
書
房
、
一
九
七
六
（
一
九

四
三
、
井
田
書
店
刊
の
復
刻
）

67
）
『
日
本
儒
林
叢
書

第
三
冊

史
伝
書
簡
部
』「
尾
張
名
家
誌
初
編
巻

之
上
」
一
頁
。

68
）

同
右
。

69
）
『
日
本
儒
林
叢
書

第
三
冊

史
伝
書
簡
部
』「
尾
張
名
家
誌
凡
例
」

一
七
一

日
本
で
の
機
械
時
計
製
作
開
始
時
期
の
考
察



一
頁
。

70
）
「『
汲
古
』
は
、『
名
古
屋
市
史
人
物
編
』
の
第
二
（
下
巻
）
の
編
纂

者
で
あ
る
大
口
全
三
郎
ら
が
結
成
し
た
郷
土
史
研
究
団
体
で
あ
る
「
汲

古
会
」
の
会
誌
で
、
１
号
（
大
正
七
年
七
月
）
か
ら
７
号
（
昭
和
一
二

年
六
月
）
ま
で
発
行
さ
れ
ま
し
た
。」（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
国
会
図
書
館

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
協
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
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よ
り
）

71
）

頤
は
「
広
大
な
さ
ま
、
深
遠
な
こ
と
」、
貞
は
「
節
操
が
堅
く
正
し

い
」
の
意
味
が
あ
る
。

72
）
「
頤
貞
先
生
年
譜
」（
著
者
不
明
）（
發
行
兼
編
輯
者
汲
古
会
『
汲
古

１
』
所
収
、
二
六
頁
、
一
九
一
九
）

73
）

亞
相
と
は
大
納
言
の
こ
と
。
義
直
の
官
位
は
権
大
納
言
で
あ
っ
た
。

74
）
「
瓜
葛
之
親
」（
か
か
つ
の
し
ん
）
は
「
親
戚
の
縁
に
つ
な
が
る
こ

と
」
の
意
。

幸
長
の
子
（
長
晟
の
姪
）
春
姫
は
徳
川
義
直
の
正
室
と
な
っ
て
い
る
。

75
）
「
頤
貞
先
生
年
譜
」（『
汲
古
１
』
所
収
、
一
一
〜
一
二
頁
、
一
九
一

九
）

76
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
公
益
財
団
法
人

徳
川
黎
明
会

徳
川
林
政
史
研

究
所
」（h
ttp
: //w

w
w
.to
k
u
g
a
w
a
.o
r.jp

/in
stitu

te /

）
よ
り
。

77
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
名
古
屋
市
図
書
館

江
戸
時
代
の
尾
張
の
人
物
を

調
べ
る
」

（h
ttp
: //w

w
w
.lib

ra
ry
.city

.n
a
g
o
y
a
.jp
/im

g
/referen

ce /0101

1.p
d
f
#
se
a
rc
h
＝
’%
E
8
%
9
7
%
A
9
%
E
5
%
A
3
%
A
B
%
E
5
%
9
0
%

8D
%
E
5%

A
F
%
84

＋%
E
9%

B
6%

B
4%

E
8%

88%
9E
’

）
よ
り
。

78
）

編
集
発
行
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
『
稿
本

藩
士
名
寄

一
七
〜
二
〇

に
家
譜
〜
ほ
ノ
三
』
二
一
三
頁
、
一
九
九
五
。

79
）
「
尾
張
家
の
儒
者
松
平
君
山
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
、
延
享
四
年
（
一

七
四
七
））に
八
代
宗
勝
に
献
上
さ
れ
た
」（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
公
益
財

団
法
人

徳
川
黎
明
会

徳
川
林
政
史
研
究
所
」（h

ttp
: //w

w
w
.

to
k
u
g
a
w
a
.o
r.jp

/in
stitu

te /

）
よ
り
）
も
の
で
、
江
戸
中
期
ま
で
の

尾
張
藩
士
の
系
図
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。

80
）

著
作
編
集
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
『
校
訂
復
刻
名
古
屋
叢
書
続
編

第
二
十
巻

士
林

（
４
）』（
復
刻
版
発
行
所
愛
知
県
郷
土
資
料
刊

行
会
）、
二
一
〇
〜
二
一
四
頁
、
一
九
八
四
。

81
）

興
津
文
右
衛
門
編
「
清
州
分
限
帳

全
」（
編
集
兼
発
行
人
竹
田
弘

太
郎
『
郷
土
文
化

三
〇
巻
一
号
』
所
収
、
五
八
〜
九
三
頁
、
一
九
七

五
）

82
）

新
修
名
古
屋
市
史
資
料
編
編
集
委
員
会
編
『
新
修
名
古
屋
市
史

資

料
編

近
世
一
』
名
古
屋
市
、
一
六
頁
、
二
〇
〇
七
。

83
）

山
口
氏
は
津
田
助
左
衛
門
の
時
計
の
製
作
開
始
時
期
を
「
慶
長
の
末

年
頃
と
考
え
た
方
が
よ
い
。」
と
し
て
い
る
が
史
料
が
な
い
。
文
献
史

学
的
に
は
本
文
の
通
り
と
す
べ
き
と
思
う
。

84
）
『
時
計
事
典
』
二
九
〇
頁
。

85
）

澤
田
平
『
和
時
計
｜
江
戸
時
代
の
ハ
イ
テ
ク
技
術
｜
』
淡
交
社
、
三

二
頁
、
一
九
九
六
。

86
）

同
、
三
四
頁
。

87
）
『
和
時
計
』
一
二
五
頁
よ
り
。

88
）

主
に
『
時
計
事
典
』（
三
一
一
〜
三
一
三
頁
）
を
参
考
に
し
て
記
述

し
た
が
、
本
文
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
大
幅
に
簡
略
し
記
述
し
た
。

時
打
ち
機
構
は
半
時
と
い
っ
て
、
一
刻
の
間
に
も
鐘
を
鳴
ら
す
も
の
も

あ
る
。
落
込
み
溝
も
一
二
カ
所
で
な
く
六
カ
所
の
も
の
も
あ
る
、
こ
れ

一
七
二



は
一
日
二
回
転
す
る
機
構
だ
か
ら
で
あ
る
。
雪
輪
は
た
く
さ
ん
の
種
類

が
あ
る
。

89
）
『
日
本
の
時
計
』
一
〇
二
頁
。

90
）

江
戸
期
の
和
時
計
の
構
造
か
ら
す
る
と
、
天
符
の
錘
の
位
置
を
変
え

天
符
の
往
復
運
動
の
速
度
を
変
更
し
時
を
刻
む
ス
ピ
ー
ド
を
調
整
す
る

方
式
、
も
し
く
は
天
符
の
ス
ピ
ー
ド
は
一
定
で
文
字
盤
を
付
け
替
え
る

方
式
、
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

91
）
『
時
計
史
年
表
』
ⅹ
頁
。

92
）

ゼ
ン
マ
イ
の
よ
う
な
形
を
し
た
ば
ね
。
金
属
の
弾
性
（
復
元
力
）
を

応
用
し
た
調
速
機
の
一
種
で
機
械
時
計
独
特
の
部
品
。

93
）

円
形
状
の
天
符
。

94
）

尺
時
計
と
は
重
錘
式
の
掛
時
計
で
、
錘
の
下
が
っ
て
い
く
位
置
に
時

刻
の
目
盛
を
配
し
た
時
計
の
こ
と
。

95
）
『
和
時
計
図
録
』
六
四
〜
六
六
頁
に
振
り
子
式
尺
時
計
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。

96
）
『
国
史
大
辞
典

第
一
〇
巻
』（
吉
川
弘
文
館
、
三
三
九
頁
、
一
九
八

六
）「
時
計
」
の
項
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
振
子
時
計
の
発
明
は
日
本
の
鎖
国
後
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

振
子
時
計
は
長
崎
貿
易
を
通
じ
て
少
数
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
日
本
で
も
振
子
時
計
の
製
作
が
行
わ
れ
た
。（
中
略
）
江

戸
時
代
の
天
文
台
に
は
、
振
子
時
計
の
精
巧
な
も
の
で
あ
る
垂
揺
球
儀

が
用
い
ら
れ
た
。」

97
）

佐
々
木
勝
浩
「「
時
」
の
概
念
と
時
計
の
移
り
変
わ
り
」（『
骨
董

「
緑
青
」
Ｖ
ｏ
ｌ

二
（
通
巻
三
二
号
）
特
集：

古
時
計
』
所
収
、
一

〇
頁
、
一
九
九
九
）

一
七
三

日
本
で
の
機
械
時
計
製
作
開
始
時
期
の
考
察


